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平成１８年(行ケ)第１００３７号 審決取消請求事件

平成１９年３月２０日判決言渡，平成１９年１月１６日口頭弁論終結

判 決

原 告 日亜化学工業株式会社

訴訟代理人弁護士 吉澤敬夫，牧野知彦

同 弁理士 蟹田昌之

被 告 シャープ株式会社

訴訟代理人弁護士 長沢幸男

同 弁理士 田村恭子，井口司，田村爾

主 文

特許庁が無効２００３－３５１１８号事件について平成１７年１２月２１日に

した審決を取り消す。

訴訟費用は被告の負担とする。

事実及び理由

第１ 原告の求めた裁判

主文と同旨の判決。

第２ 事案の概要

本件は，原告が，被告を特許権者とする後記本件特許につき無効審判請求をした

ところ，審判請求は成り立たないとの審決がなされたため，同審決の取消しを求め

た事案である。

１ 特許庁における手続の経緯
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( ) 本件特許（甲第１号証の１）1

本件特許出願は，特願昭６３－１８２６６４号の出願（出願日昭和６３年７月２

１日。以下「本件原出願」という ）の一部を新たな出願としたものとして出願さ。

れたものである。ただし，本件特許出願が，分割出願の要件を充足するか否かにつ

いて，争いがある。

特許権者：シャープ株式会社（被告）

発明の名称： 化合物半導体発光素子」「

出願番号：特願平９－１５８３２５号

分割出願日：平成９年６月１６日

設定登録日：平成１２年５月１９日

特許番号：特許第３０６９５３３号

( ) 訂正審判手続2

訂正審判請求日：平成１６年１１月２６日（訂正２００４－３９２７０号 （甲）

第７号証の１）

手続補正日：平成１７年４月１４日（甲第８号証の３，４）

（ 。 「 」 。）審決日：平成１７年６月７日 甲第３号証の２ 以下 本件訂正審決 という

本件訂正審決の結論： 特許第３０６９５３３号に係る明細書を本件審判請求書「

に添付された訂正明細書のとおり訂正することを認める 」。

( ) 本件手続3

審判請求日：平成１５年３月２８日（無効２００３－３５１１８号 （甲第４号）

証）

審決日：平成１６年７月２３日（甲第５号証。以下「第１次審決」という ）。

第１次審決の結論： 特許第３０６９５３３号の請求項１に係る発明についての「

特許を無効とする 」。

第１次審決の取消訴訟提起日：平成１６年９月１日（その後知的財産高等裁判所

平成１７年(行ケ)第１００１９号として係属）
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同判決日：平成１７年７月２０日（甲第３号証の３）

同判決の主文： 特許庁が無効２００３－３５１１８号事件について平成１６年「

。」（ 。）７月２３日にした審決を取り消す 本件訂正審決が確定したことを理由とする

審決日：平成１７年１２月２１日（本訴の対象である審決。以下単に「審決」と

いう ）。

審決の結論： 本件審判の請求は，成り立たない 」「 。

審決の送達日：平成１８年１月６日（原告に対し）

２ 本件特許発明の要旨

審決が対象とした発明（訂正審判手続における平成１７年４月１４日付け手続補

正後の請求項１に記載された発明であり，以下「本件特許発明」という。なお，訂

正後の請求項の数は１個である ）の要旨は，以下のとおりである。。

「 請求項１】絶縁基板上に，少なくとも，発光層と前記発光層の下端面に接合し【

て配設されたｎ型の第１導電型の導電層とを有する化合物半導体発光素子であっ

て，

前記ｎ型の第１導電型の導電層の一部領域に立設され，少なくとも前記発光層を

含む発光素子本体と，

前記発光素子本体の側面を直接包囲する絶縁層と，

該絶縁層を配設しうる基板上の領域と，

前記発光素子本体から舌状に接続した前記ｎ型の第１導電型の導電層上の露出部

分に設けられた第１の電極と，

前記発光素子本体の上方に，第２の電極を備えていることを特徴とする化合物半

導体発光素子 」。

３ 審決の理由の要点

， ， ，審決の理由は 要するに 原告が主張する理由及び提出した証拠方法によっては
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本件特許を無効とすることはできないというものであるが，後記の原告主張の審決

取消事由と関連する部分は，以下のとおりである（審決の証拠方法の表記は後記の

本判決の表記に改めてある。以下において，審決の記載を引用する場合も同様であ

る 。。）

( ) 証拠方法の記載事項1

ア 特開昭６２－６０２７８号公報（審決甲第２号証，本訴甲第１号証の２。以

下「引用例２」という ）。

「引用例２には，図面とともに以下のことが記載されている。

（ア 『半絶縁性又はｎ型の電気導電型の半導体基板上に，活性層を有するダブルへテロ積層）

構造を備えた半導体発光ダイオードにおいて，直径約３０μｍ以下の円板状に限定された活性

層を有し，この円板状に限定された活性層全体を発光領域とし，この活性層に接し活性層とダ

ブルへテロ積層構造を形成する２つの半導体層のうち，前記半導体基板に近接する側の半導体

層の電気導電型をｐ型とし，他方の半導体層をｎ型としたことを特徴とする半導体発光ダイオ

－ド （特許請求の範囲）。』

（イ 『本発明は，光通信システムの光源として有効な半導体発光ダイオード（以下ＬＥＤと）

呼ぶ ・・ＬＥＤに関する （１頁左下欄１行～右欄３行）。） 。』

（ウ 『本発明によれば，半絶縁性又はｎ型の電気導電型の半導体基板上に，活性層を有する）

ダブルへテロ積層構造を備えた半導体発光ダイオードによって ・・・円板状に限定された活，

性層を有し ・・・半導体発光ダイオードが得られる （２頁右上欄９行～１８行）， 。』

（エ 『第１図は本発明の素子断面構造の一例を示す図である。ｎ型半導体基板１１上にｐ型）

半導体クラッド層１２，ｎ型半導体活性層１３，ｎ型半導体クラッド層１４が順に形成されて

おりダブルへテロ積層構造を呈している。又，活性層は，直径３０μｍ以下の円板状活性領域

１３の直上部のｎ型クラッド層１４の表面の大部分にｎ型電極１７が形成されており ・・・，

全体が発光領域となるようにしている （２頁右上欄下から１行～２頁左下欄９行 。。』 ）

（オ 『 実施例））（
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第３図は本発明の第１の実施例を示す素子断面構造図である。ｎ型ＩｎＰ基板１１上にｐ型

ＩｎＰクラッド層１２，ｎ型ＩｎＧａＡｓＰ活性層１３，ｎ型ＩｎＰクラッド層１４，ｎ型Ｉ

ｎＧａＡｓＰコンタクト層１５を順に・・・形成する ・・続いて・・・化学エッチッングに。

より・・・円形メサを形成し，活性層１３が・・・円板状になるようにする。メサ側面に

ＳｉＯ 膜１６を形成する。ｎ型ＩｎＧａＡｓＰコンタクト層１５の表面にＡｕＧｅＮｉ膜を２

形成し，ｎ型電極１７とし，Ｐ型電極１８とする （３頁右上欄９行～同頁左下欄１行）。』

（カ）第３図には，ＳｉＯ 膜１６が水平部分を有して，ｐ型クラッド層１２上に形成されて２

いることがみてとれる。また，ｐ型ＩｎＰクラッド層１２は，エッチングにより形成された円

形メサの下方部分から両側に延長されていることがみてとれ，さらにＳｉＯ 膜１６が形成さ２

れていない両側延長部分の上にＰ型電極１８が形成されていることがみてとれる 」。

イ 特開昭６３－１８６６１号公報（審決甲第３号証，本訴甲第１号証の３。以

下「引用例３」という ）。

「引用例３には，以下のことが記載されている。

『 産業上の利用分野〕本発明は，共通の基板上でのⅢ－Ⅴ族またはⅡ－Ⅵ族の元素の化合物〔

半導体素子，およびシリコンの半導体素子の製造方法に関する （３頁左下欄下から６行～下。』

３行 ，）

『第５図は，本発明の別の実施態様の部分断面概略図である。この実施態様のＧａＡｓ／Ａｌ

ＧａＡｓ二重ヘテロ構造においては，ＬＥＤ２１０はリング形ＭＯＳＦＥＴ２００で囲まれた

シリコン基板１２’上に形成される ・・・ｐ形のシリコン・ウエーハ１２’の最初の熱酸化。

１４’の後 ・・・開口がＳｉＯ １４’にエッチングされ，多量のヒ素イオンが注入されて・， ２

・・ｎ アイランド５０を形成する。シリコンＭＯＳＦＥＴ２００は，接触孔および最終的な
＋

メタライズ措置を除いて，各ｎ アイランドの周囲に形成される。ＭＯＳＦＥＴドレーン領域
＋

３２’はｎ アイランド５０の縁部と接触している。ウエーハ全体はＳｉＯ １６’および
＋

２

Ｓｉ Ｎ １７’の連続層で覆われ ・・・開口がエッチングされる。分子線エピタキシ法を用３ ４ ，

， 。 ， ，いて ＬＥＤの下記の一連の層を蒸着する 即ち ３μの厚さのｎ ＧａＡｓバッファ層５４
＋
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０．５μの厚さのｎＡｌ Ｇａ Ａｓ５６，０．４μの厚さのｐ形ＧａＡｓ活性層５８，０．３ ０．７

０．５μの厚さのＡｌ Ｇａ Ａｓ６０および０．２５の厚さのｐ ＧａＡｓキャップ層６０．３ ０．７
＋

２である ・・・。

厚くドープされたｎ シリコン・アイランド５０は，シリコンＭＯＳＦＥＴ２００のドレー
＋

ン３２’とＬＥＤ２１０のｎ ＧａＡｓカソード５４との間に内部の低い抵抗値の連結部を形
＋

成する。

Ｓｉ Ｎ ／ＳｉＯ キャップ層上の前記の如く蒸着された多結晶のＧａＡｓ／ＡｌＧａＡｓ層３ ４ ２

はエッチングにより除去される。ＬＥＤに対する８角形のメサ（台形構造）が ・・・単結晶，

。 ，のＧａＡｓ／ＡｌＧａＡｓアイランドに形成される プラズマ強化された化学蒸着法を用いて

ウエーハ全体にＳｉＮ 層６４を蒸着させる。接触孔は，ＬＥＤのためには窒化物層６４に，Ｘ

またＭＯＳＦＥＴに対しては，窒化物／酸化物層６４／１７’／１６ ，１５ ，１４’にエッ’ ’

チングされる。メタライズ措置は，それぞれＭＯＳＦＥＴ上にＡｌ２８’を，またＬＥＤ２１

０のカソード５４およびアノード６２上にＮｉ／Ｇｅ／Ａｕ７０およびＣｒ／Ａｕ７２を蒸着

させることにより行われる。

ＭＯＳＦＥＴドレーン３２’に対する接点２８’およびＬＥＤカソード５４に対する接点７

０は２つの素子の同時使用においては使用されないが，各素子の特性を個別に測定することを

可能にするため行われる ・・・。

第６図は，上記の如く形成されたシリコンＭＯＳＦＥＴ２００により囲まれた完成したＧａ

。 ，Ａｓ／ＡｌＧａＡｓＬＥＤ２１０を示す平面図である このＬＥＤメサは７５μの直径を有し

ＬＥＤの発光のためのメタライズされない開口８０は５０μの直径を有する （６頁右上欄９。』

行～７頁左上欄８行 ，）

『本発明の本文に述べた実施態様は望ましいものであるが，当業者には他の形態も容易に着想

されよう。このため，本発明の範囲は頭書の特許請求の範囲および相当の内容によってのみ限

定されるべきものである。

例えば，用語シリコン基板即ちウエーハは，ＳＯＳ（サファイア／シリコン）基板または絶

縁体上のシリコン（Ｓｉ／ＳｉＯ ／Ｓｉ）基板を含むものとする （８頁左上欄６行～１４２ 。』
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行）

第５図には，Ｐシリコン基板の右側に，ｎ Ｓｉ５０，ｎ ＧａＡｓバッファ層５４，
＋ ＋

， （ ） ， ， ，ｎＡｌ Ｇａ Ａｓ５６ ＧａＡｓ 活性層 ５８ ｐＡｌ Ｇａ Ａｓ６０ ｐ ＧａＡｓ６２３ ７ ３ ７
＋

開口８０がこの順に積層されていることが見て取れ，ＳｉＮ ６４が開口８０及びｐ ＧａＡｓＸ
＋

６２を除く台形状の部分を覆っていることがみてとれる。

第６図には，正方形状のＭＯＳＦＥＴ２００の上方に，ＬＥＤ２１０がみてとれ，該ＬＥＤ

２１０上に正方形状のカソード接点７０，長方形状のアノード接点７２が併設され，アノード

接点７２上には開口８０がみてとれる。また，下方に向かって，ソース電極３４ ，ゲート電’

極３０ ，ドレーン電極３２’が引き出され，ゲート電極は，波線でＬＥＤ２１０を囲むよう’

に，ソース電極３４’はゲート電極の周りを囲むようにかつドレーン電極３２’の引き出し線

と重複しないように，さらにドレーン電極３２’はＬＥＤ２１０より大きく形成されているこ

とがみてとれる 」。

ウ 特開昭５５－８５０８４号公報（審決甲第８号証，本訴甲第１号証の８。以

下「引用例８」という ）。

「引用例８には，図面とともに以下のことが記載されている。

『本発明は発光素子特に発光ダイオードの製法に関するものである。

・・・

以上完成したウエーハを，各々のペレットにしたのち，半球状のドームに研磨し，完成ペレッ

トを得る。このようにして形成された発光ダイオードの構造を第１図に示す。

・・・

ドーム形状のチップは，

・・・

上記目的を達成するための本発明の製法の一実施例を第８図Ａ～Ｇを参照して説明する。

・・・

ＧａＡｌＡｓ基板にｐ，ｎ，ｎ の８層を形成し，そののち同図（Ｂ）のようにホトレジ処理
＋
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にて，選択的にｎ ，ｎ層をメサ層にエッチングし，ｐ型層２を露出させる。その後 （Ｃ）の
＋

，

ように絶縁膜６をコーティングし （Ｄ）のようにコンタクトホトエッチングにより上記絶縁，

膜６にカソード電極及びアノード電極形成用の電極孔８をあける。この時，上記ｐ型層のアノ

ード領域上の電極孔はｎ層及びｎ 層も露出するように孔開けする。
＋

そして （Ｅ）図に示すように真空蒸着法にて電極となる金属７を上記絶縁膜６及び電極孔，

８上に蒸着する。

・・・

そして（Ｇ）に示すようにこの後，ウエーハを各々のペレットに分割し，半球状のドーム形に

加工する。

・・・

以上のような製法で作られた発光ダイオードの構造を第５図に示す （１頁左下欄下から３。』

行～２頁左下欄６行 」）

エ 特開昭５７－１９２０８８号公報（審決甲第９号証，本訴甲第１号証の９。

以下「引用例９」という ）。

「引用例９には，図面とともに以下のことが記載されている。

『第３図の（ａ）～（ｇ）は本発明の一実施例による発光素子の製造方法を示す。同図（ａ）

に示すように，１２５μｍの厚さのＧａＡｓ板１・・・

ＧａＡｌＡｓ層２を有する基板（ウエハ）３を用意した後，

・・・

Ｐ層４，Ｎ層５，Ｎ 層６を２０～３０μｍ，２μｍ，１μｍの厚さに形成する（同図（ｂ）
＋

参照 。）

つぎに，ウエハの主面のＮ 層６上に３μｍ程度の厚いホトレジスト膜１７を形成した後，
＋

部分的に露光現像処理してリング状にホトレジスト膜を除去し，

・・・

同図（Ｃ）で示すように，



- 9 -

・・・

Ｎ層をリング状にエッチング（メサエッチ）して溝１８を形成する。

・・・

その後，同図（ｇ）で示すように，溝部分等および・・・ＧａＡｌＡｓ層２をドーム状に研磨

して，球形の光取出面１２を有する発光素子１３を形成する （２頁右下欄７行～３頁右上欄。』

１３行 」）

（ ， 。オ 特開昭５０－４２７８５号公報 審決甲第１０号証 本訴甲第１号証の１０

以下「引用例１０」という ）。

「引用例１０には，図面とともに以下のことが記載されている。

『実施例１

本例は気相エピタキシャル成長を用いてサファイヤ・・・面基板・・・上に伝導型の異なる

窒化ガリウムの第１図のようなｎ－ｉ－ｎ構造を有した多色発光ダイオードの例である。

・・・第１図のような構造に窒化ガリウムを順次成長させていく ・・・上記のように基板を。

設置したのち ・・・まずｎ型窒化ガリウム・・・を・・・成長させる。次に・・・Ｚｎの塩，

化物を反応管内に送ってｉ型窒化ガリウム・・・を・・・成長させる。次に・・・Ｍｇの塩化

物を反応管内に入れｉ型窒化ガリウム・・・を・・・成長させる。その後・・・ｎ型窒化ガリ

ウム・・・を・・・成長させる。以上のようにしてｎ－ｉ－ｎ構造を連続して成長させること

ができる。

次に・・・マスキングし ・・・第２図のような形にメサエッチし，ＧａＮ層２～５にＩｎ，

電極６をそれぞれ焼付ける ・・・それらの電極に白金線７～９を・・・ハンダ付けする。第。

２図の８を陽極にして７および９を陰極としたとき，まず８と７に電圧６０～８０Ｖおけると

（ をかけると』の誤記：審決注 ・・・紫色の発光が得られ，８と９に同じ電圧を印加すると『 ）

・・・緑色発光を得ることができた （２頁左上欄下から２行～同頁右下欄１０行 ，。』 ）

『実施例３

実施例１と同じように窒化ガリウムを成長させた後，第３図のような形・・・でエッチング
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をおこない，第３図６のよう位置にＩｎ電極の焼付けをおこなう ・・・見かけの発光色は実。

施例１の場合とほとんど変わらなかった （３頁左上欄２～１２行）。』

引用例１０第２図には，窒化ガリウム層２，３，４の両側に電極６を焼き付けたものが，ま

た第３図には，窒化ガリウム層２上の窒化ガリウム層３，４，５の左側部分が除去され，その

上に電極６が形成されていることがみてとれる 」。

カ 特開昭５９－２２８７７６号公報（審決甲第１４号証，本訴甲第１号証の１

４。以下「引用例１４」という ）。

「引用例１４には，図面とともに以下のことが記載されている。

『実施例１ 第２図は絶縁性基板上に作成したシングル・ヘテロ接合素子の実施例の側断面図

であって，３は絶縁性基板，４はｎ型ＧａＮまたはｎ型Ａｌ Ｇａ Ｎ・・・膜，５はオーｘ １－ｘ

ミック電極，６はｐ型Ａｌ Ｇａ Ｎ・・・膜である （２頁右上欄１４～１９行 ，ｙ １－ｙ 。』 ）

『実施例３ 第４図はサファイア等の絶縁性基板上に作成したダブル・ヘテロ接合素子の

実施例の側断面図であって，３，５は・・・絶縁性基板，オーミック電極，９はｎ 型
＋

Ａｌ Ｇａ Ｎ・・・，１０はｎ 型Ａｌ ’Ｇａ ’Ｎ・・・，１１はｎ型またはｐ型のｘ １－ｘ ｘ １－ｘ
＋

Ａｌ Ｇａ Ｎ・・・，１２はｐ 型Ａｌ ’Ｇａ ’Ｎ・・・である。・・・ｐ 型ｙ １－ｙ ｘ １－ｘ
＋ ＋

Ａｌ ’Ｇａ ’Ｎ層１２とｎ 型Ａｌ Ｇａ Ｎ層９の上に，第４図に示すように，Ｉｎオｘ １－ｘ ｘ １－ｘ
＋

ーミック電極５を真空蒸着により取り付ける （３頁左上欄下から２行～同頁左下欄１行）。』

引用例１４第２，４図には，絶縁性基板３上のｎ型Ａｌ Ｇａ Ｎ膜４，ｎ 型Ａｌ ’Ｇｘ １－ｘ ｘ
＋

ａ ’Ｎ膜１０のシングル・ヘテロあるいはダブル・ヘテロ接合構造の形成されていない左１－ｘ

側の部分にオーミック電極５が形成されていることがみてとれる 」。

（ ， 。キ 特開昭４８－７６４７８号公報 審決甲第１５号証 本訴甲第１号証の１５

以下「引用例１５」という ）。

「引用例１５には，図面とともに以下のことが記載されている。

『この発明は，窒化ガリウムのダイオードの製造方法に関するものである （１頁左欄１２行。』
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～１３行 ，）

『本発明によれば，サファイア，および，その類似の結晶構造を有する基板上に窒化ガリウム

のｎ型層，続いて，ｐ型層あるいは，ｉ型層を成長させたものから，酸化膜とフォトレジスト

の技術を用いて，不要な部分を酸素ガス雰囲気中で熱処理することにより，窒化ガリウムの一

部分を酸化ガリウムに転換し，これをアルカリ溶液中で化学的エッチングを行うことにより，

ダイオードの製造を容易に行うことができる （１頁右欄１４行～２頁左上欄２行 ，。』 ）

『第２図におけるａに示すように窒化ガリウム単結晶８，７の成長は，塩酸ガス，アンモニア

ガス，ガリウム，アルゴン系を用いて通常の気相成長法・・により基板６として鏡面研磨した

サファイアを用いて行う。この時 ・・・成長層は，キャリア濃度１０ ～１０ ｃｍ 程度，
１７ １８ －３

のｎ型窒化ガリウム層７となり，約３０分間で，５ｎｍの厚さに成長する。次に ・・・ｉ型，

の窒化ガリウム層８が成長し，この層を厚さ１μｍ程度にする。次に，第２図ｂに示すように

この窒化ガリウム単結晶の上に ・・・二酸化硅素の薄膜９を，約５０００Åの厚さにつけ，，

通常用いられるフォトレジストの技術により，不要な二酸化硅素を除去し，第２図のｃのよう

にエッチングを行う。続いて，この結晶を・・・熱処理を行なう ・・・この処理を・・・行。

なうと，第２図のｄに示すように，二酸化硅素９によって保護されていない部分の窒化ガリウ

ムは ・・・酸化ガリウム１０に転化する。これを，適当なアルカリ溶液でエッチングするこ，

とが可能であるが ・・・エッチングを行うことにより酸化ガリウムの層を取り除くことがで，

きる。次に，二酸化硅素９を，通常用いられるエッチング液で取り除く。その後，第２図のｅ

に示すように，インジウムを用いて，電極１１および１２を取り付けることにより，ダイオー

ドを製造することができる （２頁左上欄１５行～同頁左下欄１０行 ，。』 ）

『以上の実施例では，ｎ－ｉ型構造の窒化ガリウムダイオードの製造を例に取り上げたが，ｎ

－ｐ型構造の窒化ガリウムダイオードの製造についても，本発明を応用できることは言うまで

もない （２頁左下欄１７～２０行）。』

また，第２図ｅには，略メサ型形状の上部及び一側部に電極１１および１２を取り付けたも

のがみてとれる 」。
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( ) 無効理由１－１についての判断2

ア 対比

「本件特許発明と引用例２記載の発明とを対比する。

（１）引用例２の『半絶縁性基板１１』と本件特許発明の『絶縁基板』について

本件特許発明の『絶縁基板』は，実施例ではＺｎＳｅバルク単結晶を低抵抗化せずに用いた

。 ， ， （ ） ，絶縁性のＺｎＳｅ基板を用いている これに対し 引用例２のものは 実施例 第３図 では

基板１１として具体的にｎ型ＩｎＰを用いているものの，特許請求の範囲他の記載では 『半，

絶縁性又はｎ型』と選択的に記載されている。そして，第２の実施例では，半絶縁性の基板１

１が用いられている。

本件特許発明のＺｎＳｅの絶縁層は，本件特許明細書によれば 『絶縁部としては，材料と，

してＺｎＳ，ＺｎＳｅ・・・等の・・・絶縁層が挙げられる ・・・抵抗率としては１０ ～。
１０

１０ Ω・ｃｍが好ましく，１０ Ω・ｃｍがより好ましく （ ００２０ ）と記載されてお
１５ １５

』【 】

り，また引用例２では，第２実施例において，半絶縁性材料としてＩｎＰを用いてはいるが，

半絶縁性の数値としては，１０ Ω・ｃｍ程度の数値が目安と理解される（例えば 『応用物理
７

，

学用語大辞典』応用物理学会編，平成１０年４月３０日発行，参照）ことから，両者が 『基，

板』の点で一致するとしても，絶縁性の点で一致するとはいえない。

（２）引用例２の『活性層１３』が，本件特許発明の『発光層』に相当することは明らかであ

る。

（３ 『立設』及び『絶縁層を配設しうる基板上の領域』について）

『立設』及び『絶縁層を配設しうる基板上の領域』につき，本件特許明細書には，

『 ００１８】次に，本願の請求項にかかる発明において，発光素子本体が実質的に基板の一【

部領域上に立設されるとは，基板が，発光素子本体を配設しうる第１領域と少なくとも発光素

子本体の側面を包囲する絶縁部を配設しうる第２領域とを有することを意味するものであり，

発光素子本体が基板の上面全体に渡って配設されていないことを意味する 』と記載されてお。

り，これから 『立設』とは，基板が，発光素子本体を配設しうる第１領域と発光素子本体の，

側面を包囲する絶縁部を配設しうる第２領域とを有することであることが把握できる。
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引用例２には 『第３図は本発明の第１の実施例を示す素子断面構造図である。ｎ型ＩｎＰ，

基板１１上にｐ型ＩｎＰクラッド層１２，ｎ型ＩｎＧａＡｓＰ活性層１３，ｎ型ＩｎＰクラッ

ド層１４，ｎ型ＩｎＧａＡｓＰコンタクト層１５を順に・・・形成する ・・続いて・・・化。

， 。学エッチッングにより・・・円形メサを形成し 活性層１３が・・・円板状になるようにする

メサ側面にＳｉＯ 膜１６を形成する （記載事項（オ ）と記載されており，このように基板２ 。』 ）

上に形成されエッチングされた円形メサの領域は 『活性層１３』を含み 『Ｐ型クラッド層１， ，

２』上に形成されていることから，引用例２の『円形メサ』は，本件特許発明の『少なくとも

前記発光層を含む発光素子本体』に相当する。また，発光素子本体の側面を包囲する絶縁部

（ＳｉＯ ）を配設しうる領域があることは明らかであり，これは上記『第２領域』を示すも２

のであり，本件特許発明の『絶縁層を配設しうる基板上の領域』に相当する。

よって 『立設』及び『絶縁層を配設しうる基板上の領域』との点で，本件特許発明と引用，

例２のものとは相違しない。

（４）引用例２のｐ型ＩｎＰクラッド層１２は，エッチングにより形成された円形メサの下方

において，円形メサ（発光素子本体に相当）に接続されており，両側に延長部分を有している

ことから，引用例２の『ｐ型ＩｎＰクラッド層１２』は 『 前記発光素子本体・・・に接続し，『

』 『 』』，『 』 。た あるいは 発光層の下端面に接合して配設された 第１導電型の導電層 に相当する

（５）引用例２記載の発明の『ＳｉＯ 膜１６ 『Ｐ型電極１８ 『ｎ型電極１７ 『半導体発光２ 』 』 』

ダイオード』が，それぞれ本件特許発明の『前記発光素子本体の側面を直接包囲する絶縁層』

『第１導電型の導電層上の露出部分に設けられた第１の電極 『 発光素子本体の上方』の『第』『

２の電極 『化合物半導体発光素子』に相当することは明らかである。』』

したがって，両者は 『基板上に，少なくとも，発光層と前記発光層の下端面に接合して配，

設された第１導電型の導電層とを有する化合物半導体発光素子であって，

前記第１導電型の導電層の一部領域に立設され，少なくとも前記発光層を含む発光素子本体

と，

前記発光素子本体の側面を直接包囲する絶縁層と，

絶縁層を配設しうる基板上の領域と，
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前記発光素子本体から接続した前記第１導電型の導電層上の露出部分に設けられた第１の電

極と，

前記発光素子本体の上方に，第２の電極を備えている化合物半導体発光素子』である点で一

致し，次の点で相違する。

相違点１：

基板が，本件特許発明は 『絶縁』基板であるのに対し，引用例２のものは 『半絶縁性』基， ，

板である点。

相違点２：

本件特許発明は，基板上に 『ｎ型の』第１導電型の導電層を有し，該『ｎ型の』第１導電，

型の導電層上に発光層を配設して形成された化合物半導体発光素子であるのに対し，引用例２

のものは，基板上にｐ型の導電層を有し，該ｐ型の導電層上に発光層が配設されているもので

あって，基板上の層がｎ型ではない点。

相違点３：

本件特許発明は，前記発光素子本体から『舌状』に接続した前記第１導電型の導電層と規定

されているのに対し，引用例２には，第１導電型の導電層が発光素子本体から舌状に接続され

たものとは記載されていない点 」。

イ 相違点についての判断

「上記相違点について検討する。

相違点１について：

引用例１０，１４を見ると，化合物半導体発光素子の基板として，サファイア等の絶縁性基

板を用いることが周知技術であることが理解できる。

また，引用例２には，半導体発光ダイオードの基板１１として半絶縁性のものを用いること

が記載されているが，この半導体発光ダイオードは，Ｐ型電極１８からｐ型ＩｎＰクラッド層

１２，ｎ型ＩｎＧａＡｓＰ活性層１３，ｎ型ＩｎＰクラッド層１４，ｎ型ＩｎＧａＡｓＰコン

タクト層１５を経由して，ｎ型電極１７に電流が流れるものであるから，基板自身は単に発光
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層構造を作るための基材となるものであって，電流経路としては使用しないものであることが

理解できる。

してみれば，引用例２の基板１１は，絶縁性でも良いことが明らかであるから，該基板とし

て周知技術の絶縁性基板を用いることにより，上記相違点１の技術的事項とすることは，当業

者が容易になし得る程度の事項である。

相違点２及び相違点３について：

技術水準を参酌すれば，本件特許発明の『舌状』との用語は 『或る部材を基部とみたたて，

（判決注： 見立てて」の誤記と認める。以下，引用する場合には訂正した上で行う ，それ「 。）

から薄く突き出た層の形状 を示すものであることが理解でき 本件特許発明の場合には 基』 ， ，『

部に相当するのは『柱状の主要部』であって，それを基部に見立てて，該柱状の主要部に接続

され薄く突き出たｎ型ＺｎＳｅ導電層５を舌状と表現したもの』であることが理解できる。そ

して，本件特許発明は 『発光素子本体から舌状に接続した前記第１導電型の導電層』との記，

載から，発光素子本体とほぼ同程度又はそれ以下の幅ということがおおよそ理解できる。

また，引用例２のものは，発光素子本体に相当する円形メサ及びその両側の側電極１８に関

する断面形状については，該引用例の記載及び図面から見てとることができ，その奥行き方向

の形状については明確とはいえないが，引用例２に『ｎ型半導体の比抵抗は，Ｐ型に比べ数１

０分の１以下と著しく小さいため，電流の流路が狭いクラッド層１４をｎ型とすることにより

ここでの電気抵抗を著しく小さくすることができる。さらに，ｎ型半導体へのオーミック電極

抵抗はＰ型に比べ小さいため，クラッド層１４をｎ型とすることにより電極面積の小さいクラ

ッド層１４へのオーミック電極の抵抗を小さくすることができる （上記（オ ）と記載され。』 ）

ていることからみて，電極面積の小さいクラッド層１４のオーミック電極の抵抗を小さくする

ために，基板側を比抵抗の大きいＰ型としたものであり，このような観点から，Ｐ型クラッド

層及びＰ型電極も電気抵抗を小さくするに充分な大きさ，すなわち第１，３図に示されたよう

な少なくとも両側に延びた形状に形成されていることが理解できる。

ところで，引用例１０，１４を見ると，該文献には，積層された発光層部分（例えば，引用

例３における，ｎ 型Ａｌ ’Ｇａ ’Ｎ膜１０，ｎまたはｐ型Ａｌ Ｇａ Ｎ膜１１，
＋

ｘ １－ｘ ｙ １－ｙ
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’ ’ ） （ ， ）ｐ 型Ａｌ Ｇａ Ｎ膜１２ からある導電型の導電層 同 ｎ 型Ａｌ Ｇａ Ｎ膜９
＋ ＋

ｘ １－ｘ ｘ １－ｘ

が延長されており，該発光層部分が形成されていない前記導電層の延長部分に電極（同，オー

ミック電極５）が形成されていることから 『舌状』に関する上記考察に従えば 『発光素子本， ，

体から舌状に接続した前記第１導電型の導電層』といえるものが記載されており，また基板上

にｎ型層が形成されている点では本件特許発明と共通はするものの，引用例２とはｎ，ｐの関

係が逆になっている。

そして上記のような関係のもとに，仮に，引用例１０，１４を引用例２に適用しようとすれ

ば，引用例２のｎ，ｐ層の関係を引用例１０，１４に倣って反転させ，かつそれにより基板上

に配置されることになる層（ｎ層）を引用例１０，１４（判決注：審決には「引用例２，３」

とあるが 「甲第１０，１４号証」の誤記と認められ，したがって 「引用例１０，１４」と改， ，

めて摘記する ）のような舌状の構造にする必要があるが，引用例２においてｎ，ｐ層の関係。

を引用例１０，１４（判決注：前同様である ）に倣って反転させる必然性がないばかりでな。

く，上述した引用例２の記載（上記（オ ）を勘案すると，電気抵抗が高いｐ層を電流の流路）

が狭いクラッド層として用いることが容易とはいえず，また電気抵抗を小さくするような大き

さ（少なくとも両側に延びた形状）に形成されたクラッド層及び電極を，引用例２の目的に反

して，一方向にそれも舌状に狭めるように形成することが容易ともいえない。

さらに，引用例１５には，サファイア基板上に窒化ガリウムのｎ型層，ｐ型層（あるいはｉ

型層）を成長させ，第２図ｅのように電極１１および１２を取り付けたものが記載されている

が，奥行き方向の形状は明らかではない。

よって，本件特許発明は，引用例２に引用例１０，１４，１５を寄せ集めることにより容易

になし得るものではない 」。

( ) 無効理由１－２についての判断3

ア 対比

「 １）本件特許発明の『絶縁基板』は，実施例ではＺｎＳｅバルク単結晶を低抵抗化せずに（

。 ， ， （ ）用いた絶縁性のＺｎＳｅ基板を用いている これに対し 引用例３のものは 実施例 第５図
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では，基板１２’として具体的にｐ型のシリコン基板を用いている。

本件特許発明のＺｎＳｅの絶縁層は，本件特許明細書によれば 『絶縁部としては，材料と，

してＺｎＳ，ＺｎＳｅ・・・等の・・・絶縁層が挙げられる ・・・抵抗率としては１０ ～。
１０

１０ Ω・ｃｍが好ましく，１０ Ω・ｃｍがより好ましく （ ００２０ ）と記載されてお
１５ １５

』【 】

り，また引用例３のシリコン基板は，ドープしないもので２３０ｋΩ・ｃｍ程度（例えば，岩

波理化学辞典第３版『ケイ素』の項参照）であって，ドープしたものはそれより抵抗率の値が

小さくなることから，両者は，その数値が大きく異なるので 『基板』の点で一致するとして，

も，絶縁性の点で一致するとはいえない。

（２）引用例３の『ＧａＡｓ（活性層）５８』が，本件特許発明の『発光層』に相当すること

は明らかである。

また，引用例３の『ｎＡｌ Ｇａ Ａｓ５６』は 『ＧａＡｓ（活性層）５８』の下に接０．３ ０．７ ，

合されて形成されていることから，本件特許発明の『少なくとも，発光層と前記発光層の下端

面に接合して配設されたｎ型の第１導電型の導電層』に相当する。

， ， 『 ． ， ．そして 引用例３には 活性層を挟む ０ ５μの厚さのｎＡｌ Ｇａ Ａｓ５６ ００ ３ ０ ７． ．

４μの厚さのｐ形ＧａＡｓ活性層５８，０．５μの厚さのＡｌ Ｇａ Ａｓ６０』との層０．３ ０．７

構造が記載されており，これが『発光素子本体』に相当する。

（３ 『立設』とは，基板が，発光素子本体を配設しうる第１領域と発光素子本体の側面を包）

囲する絶縁部を配設しうる第２領域とを有することであることは上記のとおりである。

引用例３の『発光素子本体』に相当する活性層を挟む層構造はシリコン基板１２’上に形成

されており，該層構造を絶縁層であるＳｉＮ 層６４が覆っていることから，引用例３は 『立Ｘ ，

設』及び『絶縁層を配設しうる基板上の領域』との事項に相当する事項を有する。

したがって，両者は 『基板上に，少なくとも，発光層とｎ型の第１導電型の導電層とを有，

する化合物半導体発光素子であって，

前記ｎ型の第１導電型の導電層の一部領域に立設され，少なくとも前記発光層を含む発光素

子本体と，

前記発光素子本体の側面を直接包囲する絶縁層と，
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該絶縁層を配設しうる基板上の領域と，第１の電極と，

前記発光素子本体の上方に，第２の電極を備えている化合物半導体発光素子』である点で一

致し，次の点で相違する。

相違点１：

基板が，本件特許発明は 『絶縁』基板であるのに対し，引用例３のもの（判決注：審決に，

は「甲第２号証のもの」とあるが 「甲第３号証のもの」の誤記と認める ）は 『半導体』基， 。 ，

板である点。

相違点２：

本件特許発明は，第１の電極は 『前記発光素子本体から舌状に接続した前記ｎ型の第１導，

電型の導電層上の露出部分に設けられた』ものであるのに対し，引用例３のものは，発光

層の下にあるのはｎＡｌ Ｇａ Ａｓ５６であって，電極７０が設けられているのは，該０．３ ０．７

ｎＡｌ Ｇａ Ａｓ５６の下層のｎ ＧａＡｓバッファ層５４であるので，第１の電極が設０．３ ０．７
＋

けられている層が異なるばかりでなく，ｎ ＧａＡｓバッファ層５４にしても，その形状は，
＋

発光素子本体を取り囲む長方形状（第６図）であって，これは舌状とはいえない点 」。

イ 相違点についての判断

「まず，相違点２について検討するに，ｎ ＧａＡｓバッファ層５４とｎＡｌ Ｇａ Ａｓ
＋

０．３ ０．７

５６は同じｎ層であるとはいえ，その役割は相違し，これを一層にする必然性を認めることは

できない。

仮に，これを同一の層と見做したとしても，カソード接点７０は 『ＭＯＳＦＥＴドレーン，

３２’に対する接点２８’およびＬＥＤカソード５４に対する接点７０は２つの素子の同時使

用においては使用されないが，各素子の特性を個別に測定することを可能にするため行われ

る 』と記載されているように測定用のものであるから，寄せ集めるべき引用例１０，１４，。

１５に記載されるような発光のためにｎ型層に接続された電極と同一視することはできない。

さらに，ｎＡｌ Ｇａ Ａｓ５６に接続されたｎ ＧａＡｓバッファ層５４が舌状といえ０．３ ０．７
＋

ないのは引用例３の第６図にみてとれる事項のとおりである。また，ＬＥＤ２１０はゲート電
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極に囲まれ，その周りをソース電極３４’が囲んでいるものであるから，引用例１０，１４，

１５のものが舌状の構造を示すものであるにしても，引用例３のような発光素子本体をゲート

電極及びソース電極等が取り囲む構造のものに引用例１０等のような舌状の構造を適用する動

機付けないし必然性はない。

よって，相違点１について検討するまでもなく，本件特許発明は，引用例３に引用例１０，

１４，１５を寄せ集めることにより容易になし得るものではない 」。

( ) 無効理由２についての判断4

「請求人の無効理由２に関する主張の主旨は，要するに，本件特許発明から分割された特許出

願はほとんど本件特許発明と同一といってよい発明であり，拒絶査定の判断はそのまま本件特

許発明に妥当するので，引用例８～１０によって新規性および進歩性が欠如している，と言う

ものである。

分割された特許出願の，確定した審決における請求項１に係る発明（平成１４年１月１５日

付け手続補正書にて補正された請求項１に係る発明，以下 『分割原発明』という ）は，次の， 。

ものである。

『 請求項１】絶縁性基板上に，ｎ型の導電層と，ｎ型の導電層の一部領域に立設された発光【

層を含む発光素子本体と，を有する化合物半導体発光素子において，

断面形状において，前記発光素子本体及び前記ｎ型の導電層がＬ字形状をなすように形成さ

れた前記ｎ型の導電層の露出部分に，設けられた負電極と，

前記発光素子本体の上方に設けられた正電極と，

前記負電極と前記正電極との間に発光素子表面に設けられた絶縁層と，を備え，前記負電極

は前記発光素子本体の片側に設けられていることを特徴とする化合物半導体発光素子 』。

そして，本件特許発明は上記２ （判決注：上記２の「本件特許発明の要旨」に同じ ）に記． 。

載されたものであるところ，両者を比較すると，例えば本件特許発明が 『発光層と前記発光，

層の下端面に接合して配設されたｎ型の第１導電型の導電層 『舌状に接続した前記ｎ型の第』，

１導電型の導電層』との事項を有しているのに対し，分割原発明は，該事項を有しておらず，
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逆に，分割原発明が 『断面形状において，前記発光素子本体及び前記ｎ型の導電層がＬ字形，

状をなすように形成された前記ｎ型の導電層』との事項を有しているのに対し，分割原発明は

該事項を有していないなど，両者は発明が相違する。

よって，分割原発明に関する判断が，本件特許発明についても妥当であるとはいえない。

また，主引用例として比較すべき引用例８，９にしても，基板１としてＧａＡｓを用いてい

ることから 『絶縁性基板』の点で一致しないばかりでなく，発光ダイオード形状を半球状に，

研磨する点，発光体部分をリング状にエッチングしている（引用例９第３図（ｃ ）点，ｎ，）

ｐ層の関係が本件特許発明とは逆である点など，引用例１０を適用するに当たり，阻害要因と

もいえる事項を含むものである。

したがって，原告主張の無効理由２は採用するに足らないものである 」。

( ) 無効理由４についての判断5

「請求人が主張する無効理由４の主旨は，以下の２点にある。

（１）本件特許発明は，発光素子本体の側面を絶縁部で覆うことにより，リーク電流の発生を

抑えて電流を狭窄し，発光層に高密度の電流を注入するものである，とされているが，そのよ

うな構成も，そのような構成による作用効果も，親出願の願書に添付された当初明細書には記

載されていない （審判請求書２３頁下から５行～２４頁１行）。

（２）親出願においては，第１の導電層も，第２の導電層もⅡ－Ⅳ族化合物半導体であり，特

許請求の範囲において限定して特定されていた。ところが，本件特許発明ではそのような限定

がなく，導電層は － 族化合物半導体に限られず，絶縁層もⅡ－Ⅳ族化合物半導体に限らII VI

れないあらゆる絶縁層を含む広い概念に変更されている （審判請求書２４頁下から３行～２。

５頁３行）

この点について検討するに，分割原出願の明細書（審決甲第１９号証，本訴甲第１号証の１

９）には 『作用』の項に，，

『また，本願の請求項２に係る発明では，発光層を含む主要部を柱状構造とし，その周囲を絶

縁層で囲むことにより電流はこの柱状構造内に狭窄され，発光層に高密度の電流を注入するこ
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とが可能となり，高密度の発光を得ることができる （１５頁１０～１４行）と記載され，。』

『実施例』の項に，

『さらに，本発明の請求項３による発光素子の第１の実施例の概略図を第１３図に示す。

・・・

この際 ・・・基板上のマスクの円形孔に対応した位置に直径３０～１００μｍの円柱状の，

発光素子主要部を制御性よく部分成長させることができた。

次に，マスクを除去し，絶縁性のＺｎＳｅからなる絶縁層１１５をエピタキシャル成長させ

る。

・・・

本実施例においては，素子内の電流は円柱状の主要部に狭窄され発光層に高密度の電流を注

入することが可能となり，高輝度のＺｎＳｅＭＩＳ型発光素子を実現することができた。

次に本発明の請求項３による第４実施例の概略図を第１６図に示す （３６頁１１行～４２。』

頁１５行）と記載されている。

これから，分割原出願には 『発光素子本体の側面を絶縁部で覆うことにより，リーク電流，

の発生を抑えて電流を狭窄し，発光層に高密度の電流を注入するものである』との事項が記載

されていないとはいえない。

また，分割の元の出願の明細書には 『産業上の利用分野』の項に，，

『 ， （ ）， （ ），本発明は化合物半導体発光素子に関し 特に硫化亜鉛 ＺｎＳ セレン化亜鉛 ＺｎＳｅ

等の － 族化合物半導体からなるⅡ－Ⅳ族化合物半導体発光素子の改良に関するものであII VI

る （２頁１７～末行）と記載され，Ⅱ－Ⅳ族化合物半導体は本発明の一態様であることが明。』

示され，また 『課題』の項にも，，

『しかしながら，上述の従来の発光素子の構造では，電極より注入された電流は，発光素子内

部の広い範囲を流れるために発光層７４における電流密度は小さく，高輝度の発光を得ること

は極めて困難である。さらに，発光層７４で生じた光は，素子全体にあらゆる方向に放射され

るため，発光を効率良く素子外部へ取り出すことができない。

本発明は係る点に鑑みてなされたもので，高輝度で発光できる化合物半導体発光素子を提供
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することを目的の一つとするものである （４頁２～１１行）というように，特定の材料に限。』

定されないものとして記載されているので，Ⅱ－Ⅳ族化合物半導体に限られない絶縁層に係る

発明が記載されていないとはいえない。

よって，請求人の上記主張は，採用するに足らないものである 」。

( ) 引用例１５に基づく無効理由について6

「引用例１５は，請求理由において提出されていた証拠であるが，他の証拠（引用例２あるい

は引用例３）を補強するために提出されていた文献であって，上記引用例１５を主たる証拠と

する無効理由は示されていない。

よって，上記無効理由は，主要証拠を差し替えるものであって，請求の理由の要旨を変更す

るものであるから採用しない 」。

( ) 引用例１０に基づく無効理由について7

「引用例１０は，請求理由において提出されていた証拠であるが，無効理由１－１あるいは無

効理由１－２において，他の証拠（引用例２あるいは引用例３）を補強するために提示されて

いた文献である。また，引用例１０は，審査経過を引用し拒絶理由通知及び拒絶査定の論理を

援用する無効理由２において，他の証拠（引用例８あるいは引用例９）を補強するために，拒

絶査定時に提示された文献であって，いずれにおいても，上記引用例１０を主たる証拠とする

無効理由は示されていない。

よって，上記無効理由は，主要証拠を差し替えるものであって，請求の理由の要旨を変更す

るものであるから採用しない 」。

第３ 原告の主張（審決取消事由）の要点

審決は，①無効理由１－１に関し，相違点１，２の認定を誤るとともに，相違点

２，３についての判断を誤り（取消事由１ ，②無効理由１－２に関し，相違点２）

の認定を誤るとともに，相違点２についての判断を誤り（取消事由２ ，③無効理）



- 23 -

由２に関し，審理不尽により，本件特許発明と引用例８，９との対比及び相違点に

ついての判断を誤り（取消事由３ ，④無効理由４に関し，本件特許発明が，本件）

原出願の当初明細書及び図面に記載された発明であるとはいえない旨，誤って判断

し（取消事由４ ，⑤原告の引用例１５，１０に基づく無効主張が，無効審判請求）

書の要旨を変更するものであると誤って判断して，同無効主張につき判断しなかっ

た誤りがある（取消事由５）から，取り消されるべきである。

１ 取消事由１（無効理由１－１についての認定判断の誤り）

( ) 相違点１の認定の誤り1

審決は，無効理由１－１に関し 「本件特許発明のＺｎＳｅの絶縁層は，本件特，

許明細書によれば 『絶縁部としては，材料としてＺｎＳ，ＺｎＳｅ・・・等の・，

・・絶縁層が挙げられる ・・・抵抗率としては１０ ～１０ Ω・ｃｍが好まし。 １０ １５

く，１０ Ω・ｃｍがより好ましく （ ）と記載されており，また引用例２１５ 』【 】0020

では，第２実施例において，半絶縁性材料としてＩｎＰを用いてはいるが，半絶縁

性の数値としては，１０ Ω・ｃｍ程度の数値が目安と理解される（例えば 『応用７ ，

』 ， ， ） ，物理学用語大辞典 応用物理学会編 平成１０年４月３０日発行 参照 ことから

両者が 『基板』の点で一致するとしても，絶縁性の点で一致するとはいえない 」， 。

として，本件特許発明と引用例２記載の発明の相違点１として 「基板が，本件特，

許発明は 『絶縁』基板であるのに対し，引用例２のものは 『半絶縁性』基板であ， ，

る点 」を認定した。。

しかしながら，訂正審判手続における平成１７年４月１４日付け手続補正書添付

の本件特許発明に係る全文訂正明細書（甲第８号証の４。以下「本件特許明細書」

。） 【 】 ，「 ，という の段落 に 抵抗率としては１０ ～１０ Ω・ｃｍが好ましく0020 １０ １５

１０ Ω・ｃｍがより好ましく」と記載されているのは，発光素子本体の側面を包１５

囲する絶縁部に使用される絶縁層の抵抗率であって，絶縁基板の抵抗率ではない。

本件特許明細書には，絶縁基板につき 「この発明における基板としては ・・・絶， ，
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縁性ＺｎＳ，絶縁性ＺｎＳｅあるいは絶縁性ＺｎＳ Ｓｅ 等からなるものが好まＸ １－Ｘ

Ｘしい （段落【 「絶縁性ＺｎＳ［絶縁性ＺｎＳｅ（あるいは絶縁性ＺｎＳ」 】），0013

Ｓｅ ］は，ハロゲン輸送法，昇華法あるいは高圧溶融法により成長させたＺｎ１－Ｘ）

Ｓバルク単結晶（やＺｎＳｅバルク単結晶あるいはＺｎＳ Ｓｅ バルク単結晶）Ｘ １－Ｘ

をそれぞれ低抵抗化処理せずに用いるのが好ましい （段落【 ）と記載され。」 】0015

ており，他方，特開平２－８７６８５号公報（甲第１号証の１２の１。なお，本件

特許発明と発明者を共通にする特許出願に係るものである ）には，昇華法あるい。

は高圧溶融法により成長させたＺｎＳやＺｎＳｅ基板の抵抗率は１０ ～１０ Ω６ １５

・ｃｍ程度であること（２頁右下欄１４行～３頁左上欄１０行）が，また，１９７

７年（昭和５２年）発行の「 」所収の 及びJ.Phys.D.Appl.Phys.Vol.10,1977 M.E. zsanÖ

による「 」とJ.Woods Electroluminescence in zinc sulpho-selenide and in zinc sulphide

題する論文（甲第１号証の１２の２）には，ハロゲン輸送法の一つであるヨウ

素輸送法で製造したＺｎＳｅの抵抗率が１０ ～１０ Ω・ｃｍ，ＺｎＳの抵抗率が６ ８

１０ ～１０ Ω・ｃｍであったこと（１３３６頁１５～２９行）が記載されてい１０ １２

る。そうすると，本件特許発明の「絶縁基板」は，１０ ～１０ Ω・ｃｍ程度の６ １５

抵抗率を有するものであり，これは，上記引用例２に係る半絶縁性の数値１０ Ω７

・ｃｍ程度を含むものであるから，引用例２の「半絶縁性」基板とは，本件特許発

明の「絶縁」基板にほかならない。

したがって，審決の上記相違点１の認定は誤りである。

( ) 相違点２の認定の誤り2

審決は，無効理由１－１に関し 「本件特許発明は，基板上に 『ｎ型の』第１導， ，

電型の導電層を有し，該『ｎ型の』第１導電型の導電層上に発光層を配設して形成

された化合物半導体発光素子であるのに対し，引用例２のものは，基板上にｐ型の

導電層を有し，該ｐ型の導電層上に発光層が配設されているものであって，基板上

の層がｎ型ではない点 」を，本件特許発明と引用例２記載の発明の相違点２とし。

て認定した。
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しかしながら，引用例２には 「活性層１３に接する２つの半導体クラッド層の，

うち，半導体基板１１に近接する側の半導体クラッド層１２をＰ型に，他方の半導

体クラッド層１４をｎ型にしている。ｎ型半導体の比抵抗は，Ｐ型に比べ数１０分

の１以下と著しく小さいため，電流の流路が狭いクラッド層１４をｎ型とすること

によりここでの電気抵抗を著しく小さくすることができる （３頁左上欄８行～１。」

５行）との記載があるが，この記載の比較対象とされているのが，基板側のクラッ

ド層１２をｎ型とし，他方のクラッド層１４をｐ型とする発光素子であることは明

らかであり，かつ，この発光素子は，引用例２記載の発明の比較対象として記載さ

れているのであるから，上記の点以外の構成はすべて引用例２記載の発明と同一の

発明である。したがって，引用例２には，基板側のクラッド層１２をｐ型とし，他

方のクラッド層１４をｎ型とする発光素子（特許請求の範囲記載の発明）のほか，

基板側のクラッド層１２をｎ型とし，他方のクラッド層１４をｐ型とする発光素子

が記載され，又は実質上開示されているといえる。したがって，審決の上記相違点

２の認定は誤りである。

( ) 相違点２及び３についての判断の誤り3

審決は，無効理由１－１に係る相違点２及び３に関して 「本件特許発明は，引，

用例２に引用例１０，１４，１５を寄せ集めることにより容易になし得るものでは

ない 」と判断したが，以下のとおり，誤りである。。

ア まず，審決は 「舌状」との用語について 「本件特許発明の『舌状』との用， ，

語は 『或る部材を基部と見立てて，それから薄く突き出た層の形状』を示すもの，

であることが理解でき，本件特許発明の場合には 『基部に相当するのは『柱状の，

主要部』であって，それを基部に見立てて，該柱状の主要部に接続され薄く突き出

たｎ型ＺｎＳｅ導電層５を舌状と表現したもの』であることが理解できる （１９。」

頁１３～１８行）と認定したが，誤りである。

すなわち，本件特許発明の要旨は 「前記発光素子本体から舌状に接続した前記，

ｎ型の第１導電型の導電層上の露出部分に設けられた第１の電極」と規定するとお



- 26 -

り，発光素子本体と第１の電極との接続関係を「舌状」と表現したものにすぎず，

特段 「舌状」という導電層の形状があることを規定したものではない。本件特許，

発明は，第１導電型の導電層５３が絶縁基板２１上に配設されている構造であるた

め，上下方向に二つの電極を配置することができず，図１６のように，第１の電極

８を発光素子本体に横並びに配置するという接続状態を採用し この接続関係を 舌， 「

状に接続」と表現しているにすぎない。したがって 「舌状に接続」とは，そのよ，

うな横方向の接続状態が存在すれば足り，第１導電型の導電層の「形状」がどのよ

うなものであるかは問題ではない。しかるに，審決は，第１導電型の導電層が「舌

状」という特定の形状をしているものと誤解し，その形状につき 「或る部材を基，

部とみたてて，それから薄く突き出た層の形状」であるとか 「基部に相当するの，

は『柱状の主要部』であって，それを基部に見立てて，該柱状の主要部に接続され

薄く突き出た」ものであるなどという，本件特許明細書に裏付けのない認定をする

ものであって，誤りであることは明らかである。

そして，引用例２の第１図には，引用例２記載の発明につき 「Ｐ型クラッド層，

」 ，１２ 上の電極が発光素子本体と横並びになる関係にあることが示されているから

本件特許発明と同様の「舌状に接続」という構成を備えるものであり，この点は，

実質的に相違点とはならない。

イ 仮に 「舌状に接続」との文言が 「基部に相当するのは『柱状の主要部』で， ，

あって，それを基部に見立てて，該柱状の主要部に接続され薄く突き出たｎ型Ｚｎ

Ｓｅ導電層５を舌状と表現したもの」であるとしても，引用例２の第１図の「Ｐ型

クラッド層１２」は，これに相当する。なお，上記引用例２のＰ型クラッド層１２

， ，と本件特許発明に係る図１６の第１導電型の導電層５３とを比較すると 前者では

Ｐ型クラッド層１２が，発光素子本体に相当する部材から左右に広がっているのに

対し，後者では，第１導電型の導電層５３が一方にのみ広がっている点が相違する

が，これが左右に広がっているか，一方にのみ広がっているかは，本件特許発明の

要旨が規定するところではなく，相違点とはなり得ない。
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さらに，仮に，引用例２のＰ型クラッド層１２が「舌状に接続」するものに当た

らないとしても，本件特許発明において，第１導電型の導電層５３を発光素子本体

に「舌状に」接続させることよる特段の作用効果があるわけではなく，単に，第１

導電型の導電層上に第１の電極を設けるという構造であるにすぎず，そのような形

状は，当業者が任意に選択し得る設計的事項であるというべきである。

ウ 審決は，引用例１０，１４に，発光素子本体から舌状に接続した第１導電型

の導電層といえるものが記載されているとしながら，引用例２記載の発明に引用例

１０，１４記載のものを適用しようとすれば，引用例２のｎ，ｐ層の関係を反転さ

せた上，それにより基板上に配置されることになるｎ層を引用例１０，１４のよう

な舌状とする必要があるところ，引用例２記載の発明において，ｎ，ｐ層の関係を

反転させる必然性がなく，また，引用例２につき，電気抵抗が高いｐ層を電流の流

路が狭いクラッド層として用いること，電気抵抗を小さくするような大きさに形成

されたクラッド層及び電極を，舌状に狭めるように形成することに対する阻害事由

があって，上記適用が容易でないと判断した。

しかしながら，基板上にｎ型の導電層を配設することは周知慣用技術である上，

本件特許発明の作用効果において，基板上にｎ型の導電層を配設することに，特段

の技術的意義は存在しない。また，上記引用例２の阻害事由とは，引用例２記載の

発明の層１２をｐ型，層１４をｎ型とした理由が，ｎ型半導体の比抵抗がｐ型に比

べ著しく小さいため，電流の流路が狭いクラッド層１４をｎ型とすることにより，

そこでの電気抵抗を小さくすることにあるという点であるが，このこととの関係で

いえば，本件特許発明においても，同様に基板上にｐ型の導電層を配設する方が優

れた効果を得られるのであり，本件特許発明が基板上にｎ型の導電層を配設するこ

とは，公知例である引用例２に示されていた効果さえも得られていないということ

であって，このような，技術的意義がないのみならず，公知技術において既に達成

されていた効果を阻害するような構成を採用することによって，進歩性が認められ

るとすることはできない。
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２ 取消事由２（無効理由１－２についての認定判断の誤り）

( ) 相違点２の認定の誤り1

審決は，無効理由１－２に関し，「本件特許発明は，第１の電極は，『前記発

光素子本体から舌状に接続した前記ｎ型の第１導電型の導電層上の露出部分に

設けられた』ものであるのに対し，引用例３のものは，発光層の下にあるのは

ｎＡｌ Ｇａ Ａｓ５６であって，電極７０が設けられているのは，該０．３ ０．７

ｎＡｌ Ｇａ Ａｓ５６の下層の ＧａＡｓバッファ層５４であるので，第１０．３ ０．７ ｎ
＋

の電極が設けられている層が異なるばかりでなく， ＧａＡｓバッファ層５４にｎ
＋

しても，その形状は，発光素子本体を取り囲む長方形状（第６図）であって，これ

は舌状とはいえない点 」を，本件特許発明と引用例３記載の発明との相違点２と。

して認定した。

しかしながら，引用例３記載の発明において，本件特許発明の「ｎ型の第１導電

型の導電層」に相当するものは，ｎＡｌ Ｇａ Ａｓ５６（以下「層５６」とい０．３ ０．７

う ）ではなく，層５６と ＧａＡｓバッファ層５４（以下「層５４」という ）。 。ｎ
＋

とを合わせたものというべきである。

すなわち，本件特許発明の要旨には 「第１導電型の導電層」が複数層であって，

はならないとする規定はなく，かえって，その規定に照らして，対比されるべき先

行技術においては 「発光層の下端面に接合して配設され 「発光素子本体が立設， 」，

され 「第１の電極が設けられている」ｎ型の層を，まとめて「第１導電型の導電」，

層」とすることが合理的である。本件特許明細書にも 「第１導電型の導電層」が，

複数層であることを妨げる記載はなく，機能的にも，これが複数層であっても何ら

問題はない。したがって，本件特許発明と引用例３記載の発明とが，第１の電極が

設けられている層が異なるという点で相違するものではない。

また，本件特許発明において「舌状」とは，第１の電極８を発光素子本体に横並

びに配置するという接続関係を表現するものにすぎないことは，上記１の( )のア3
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のとおりであるところ，引用例３の第５図には，電極７０が発光素子本体と横並び

になる関係にあることが示されているから，本件特許発明と同様の「舌状に接続」

という構成を備えるものである。

， ， ， 。したがって 相違点２は 実質的に相違点とはならず 審決の認定は誤りである

( ) 相違点２についての判断の誤り2

審決は 無効理由１－２に係る相違点につき 相違点２についてのみ判断し 相， ， ，「

違点１について検討するまでもなく，本件特許発明は，引用例３に引用例１０，１

４，１５を寄せ集めることにより容易になし得るものではない 」としたが，以下。

のとおり，審決の相違点２についての判断は誤りである。

ア まず，審決は 「 ＧａＡｓバッファ層５４とｎＡｌ Ｇａ Ａｓ５６は， ｎ
＋

０．３ ０．７

同じｎ層であるとはいえ，その役割は相違し，これを一層にする必然性を認めるこ

とはできない 」と判断したが，上記のとおり，本件特許発明の要旨は，第１導電。

型の導電層を一層でなければならないものとして規定してはいないから，上記判断

は失当である。

イ 次に，審決は 「仮に，これを同一の層と見做したとしても，カソード接点，

７０は ・・・測定用のものであるから，寄せ集めるべき引用例１０，１４，１５，

に記載されるような発光のためにｎ型層に接続された電極と同一視することはでき

ない 」と判断した。。

しかしながら，審決が認定した本件特許発明と引用例３記載の発明との相違点２

は，第１の電極を設けた層が異なるという点と，引用例３記載の発明では，第１の

電極が設けられた層５４が「舌状」とはいえないという点であり 「第１の電極」，

を備えている点は，本件特許発明と引用例３記載の発明の一致点として認定してい

る。したがって，審決の上記判断は，上記一致点，相違点の認定と整合せず，それ

自体失当である。しかも，引用例３記載の発明の電極が，引用例１０，１４，１５

記載の発明のｎ型層に接続された電極と同一視し得るかどうかを問題とすることも

必然性がない。
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ウ 審決は，さらに 「ＬＥＤ２１０はゲート電極に囲まれ，その周りをソース，

電極３４’が囲んでいるものであるから，引用例１０，１４，１５のものが舌状の

構造を示すものであるにしても，引用例３のような発光素子本体をゲート電極及び

ソース電極等が取り囲む構造のものに引用例１０等のような舌状の構造を適用する

動機付けないし必然性はない 」と判断した。。

しかしながら，引用例３記載のＬＥＤ２１０は，それ自体で発光素子なのである

から，本件特許発明と対比する場合には，ＬＥＤ２１０を本件特許発明と対比すれ

ば足りる。そして，これが，本件特許発明と同様 「舌状に接続」という構成を備，

えること（相違点には当たらないこと）は，上記( )のとおりである。1

仮に，相違点に当たるとしても，舌状の構造を示すものとして審決が挙げる引用

例１０，１４，１５のものを適用することは，極めて容易である。

３ 取消事由３（無効理由２についての認定判断の誤り）

審決は，本件特許発明が，本件特許出願からの分割出願（特願平１０－３３２２

４８号，甲第１号証の４）に係る発明（審決の表記は「分割原発明 ）と同様，引」

用例８～１０によって新規性及び進歩性が欠如しているとの原告の主張（無効理由

２）に対し 「主引用例として比較すべき引用例８，９にしても，基板１としてＧ，

ａＡｓを用いていることから 『絶縁性基板』の点で一致しないばかりでなく，発，

光ダイオード形状を半球状に研磨する点，発光体部分をリング状にエッチングして

いる（引用例９第３図（ｃ ）点，ｎ，ｐ層の関係が本件特許発明とは逆である点）

， ， 。」など 引用例１０を適用するに当たり 阻害要因ともいえる事項を含むものである

としたのみで，それ以上の実質的判断をしていない。

しかしながら，基板１に「絶縁性基板」を用いることは，審決が，無効理由１－

１に係る相違点１についての判断において述べているように，当業者が容易になし

得ることである。また，発光ダイオード形状を半球状に研磨する点及び発光体部分

をリング状にエッチングしている点は，本件特許発明の要件と無関係の点であり，
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本件特許発明と引用例８，９記載の発明との相違点を構成しない。さらに，ｎ，ｐ

， ， 。層の関係が本件特許発明とは逆である点も 上記のとおり 容易想到の事項である

したがって，審決の無効理由３についての認定判断も誤りである。

４ 取消事由４（無効理由４についての認定判断の誤り）

， ， （ ）審決は 本件特許発明が 本件原出願の当初明細書及び図面 甲第１号証の１９

に記載された発明ではなく，分割出願の要件を満たさないから，本件特許出願につ

いて，出願日の遡及はなく，分割出願の日である平成９年６月１６日の出願とみな

されるところ，本件特許発明は，同日前に頒布された刊行物（特開平８－１４８７

１８号公報，特開平９－１２９９３０号公報，特開平２－３２５７０号公報。甲第

１号証の２０～１号証の２２）にそれぞれ記載された発明と同一であって，新規性

を欠いているとの原告の主張（無効理由４）に対し，本件原出願の当初明細書に，

「発光素子本体の側面を絶縁部で覆うことにより，リーク電流の発生を抑えて電流

を狭窄し，発光層に高密度の電流を注入するものである」との事項が記載されてい

ないとはいえないとし，また 「Ⅱ－Ⅳ族化合物半導体に限られない絶縁層に係る，

発明」が記載されていないとはいえないとして，無効理由４を採用しなかった。

しかしながら，下記のとおり，本件特許発明が，本件原出願の当初明細書及び図

面に記載された発明であるとはいえないから，審決の上記判断は誤りである。

( ) 本件特許発明は 従来技術では発光素子本体側面を電流が リーク し 電1 ， 「 」 ，「

流が狭窄」されなかったので，発光素子本体の側面を絶縁部で覆うことにより，リ

ーク電流の発生を抑えて電流を狭窄し，発光層に高密度の電流を注入するものであ

る，とされているところ，本件原出願の当初明細書及び図面には，そのような構成

も，そのような構成による作用効果も記載されていない。本件特許発明に係る「電

流が狭窄」の意味は，本件原出願の当初明細書記載の意味とは全く異なっており，

本件特許発明は，本件原出願の当初明細書に記載された技術思想とは全く異なる技

術思想による発明である。
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( ) 本件特許発明においては，導電層はⅡ－Ⅵ族化合物半導体に限られず，絶縁2

層もⅡ－Ⅵ族化合物半導体に限られないあらゆる絶縁層を含むものとされ，今日の

青色発光ダイオードの主流を占める材料である，ＧａＮなどのⅢ－Ｖ族化合物半導

， ， ，体を包含するものとされているが 本件原出願の当初明細書には 第１の導電層も

第２の導電層もⅡ－Ⅵ族化合物半導体であり，絶縁部もⅡ－Ⅵ族化合物半導体に限

定して特定され，Ⅱ－Ⅵ族化合物半導体以外の導電層及び絶縁層の開示はない。

（ ， ）５ 取消事由５ 引用例１５ １０に基づく無効主張について判断しなかった誤り

原告は，本件訂正審決が確定した後の平成１７年９月７日に提出した上申書（甲

） ， ，第６号証 により 引用例１５及び引用例１０に基づく無効理由を主張したところ

審決は，これらの引用例は，請求理由において提出されていた証拠であるが，他の

証拠を補強するために提出されていた文献であって，上記無効理由は，主要証拠を

差し替えるものであり，請求の理由の要旨を変更するものであるから採用しないと

して，引用例１５及び引用例１０に基づく無効理由につき判断しなかった。

しかしながら，平成１５年法律第４７号による改正前の特許法１３１条２項が，

要旨を変更する審判請求書の補正を禁じていたのは，請求理由の補正により，審理

のやり直しに伴う遅延が生じることを防ぐためであるが，請求理由の補正を認める

ことは，特許権者の防御の機会を奪うことにならない限り，紛争の一回的解決の観

点からすれば望ましい面もある。そこで，新たな無効理由を追加したことが審判請

求書の要旨を変更するものであるか否かは，審理の遅延が生じない補正であり，か

つ，これを認めることが，特許権者の防御の機会を奪うものではないか否かにより

判断すべきである。

しかるところ，本件審判において，引用例１５，１０は，審判請求時から提出さ

れていた証拠であって，これにつき，被告も十分な反論をしており，かつ，第１次

審決においても，主要な証拠として内容を検討されているものである。そして，原

告の引用例１５，１０に基づく無効理由は，引用例１５，１０を主引用例とし，引
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用例２等をこれに適用するというもので，従前と，引用例の組合せを変更するもの

ではない。このような主張が，審理の遅延を生じさせるものでもなく，被告の防御

の機会を奪うものでもないことは明らかであり，請求の理由の要旨を変更するもの

には当たらない。

したがって，審決の上記判断は誤りである。

第４ 被告の反論の要点

１ 取消事由１（無効理由１－１についての認定判断の誤り）対し

( ) 「相違点１の認定の誤り」に対し1

原告は，引用例２の「半絶縁性」基板とは，本件特許発明の「絶縁」基板にほか

ならず，審決の相違点１の認定は誤りであると主張する。

しかしながら 「絶縁基板」と「半絶縁性基板」とは，異なる抵抗率を有する基，

， 。板を意味する用語であり 審決がこの点を相違点として認定したことは正当である

特許明細書中では，用語を普通の意味で使用し，かつ，明細書全体を通じて統一し

て使用するものとされ，特定の意味で使用しようとする場合においては，その意味

を定義して使用することとされる（特許法施行規則様式２９備考８ 。引用例２に）

「半絶縁性基板」を特定の意味で使用するとの定義はなく，また，本件特許明細書

中に「絶縁基板」を特定の意味で使用するとの定義もないから，両者の意味が異な

ることは，これら用語の普通の意味に照らして明らかである。

原告は，特開平２－８７６８５号公報（甲第１号証の１２の１）には，本件特許

発明の「絶縁基板」の材料と同様に，昇華法や高圧溶融法により成長させたＺｎＳ

やＺｎＳｅ基板の抵抗率が１０ ～１０ Ω・ｃｍ程度であることが記載されてい６ １５

るところ，これは，引用例２の「半絶縁性基板」の抵抗率１０ Ω・ｃｍ程度を含７

むものであると主張するが，特開平２－８７６８５号公報の記載は 「バルク単結，

晶からのウェハー，すなわち，高抵抗性（いわゆる絶縁性～半絶縁性：１０ ～１６

０ Ω・ｃｍ）のまま使用することができる （３頁左上欄８～１０行）というも１５ 。」
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のであり，その１０ ～１０ Ω・ｃｍの抵抗率中には，半絶縁性が含まれるもの６ １５

であるから，特開平２－８７６８５号公報の記載が，原告主張の根拠となるもので

はない。

さらに，原告は 「 」， Electroluminescence in zinc sulpho-selenide and in zinc sulphide

と題する論文（甲第１号証の１２の２）に，本件特許明細書に記載された製造方法

であるハロゲン輸送法の一つであるヨウ素輸送法で製造したＺｎＳｅの抵抗率が１

０ ～１０ Ω・ｃｍであったことが記載されているとも主張するが，本件特許発明６ ８

で用いる基板には，一例として，ハロゲン輸送法で製造したＺｎＳｅの基板を適用

することができるとしても，基板の抵抗率は，材料の種類や製造方法のみで定まる

ものではなく，その製造方法を実施する際の製造条件にも依存し，したがって，上

記文献に「ヨウ素輸送法」で製造されたＺｎＳｅの抵抗率が１０ ～１０ Ω・ｃｍ６ ８

であると記載されているからといって，直ちに，本件特許発明で用いる基板の抵抗

率も１０ ～１０ Ω・ｃｍであるということはできない。６ ８

( ) 「相違点２の認定の誤り」に対し2

原告は，引用例２の「活性層１３に接する２つの半導体クラッド層のうち，半導

体基板１１に近接する側の半導体クラッド層１２をＰ型に，他方の半導体クラッド

層１４をｎ型にしている。ｎ型半導体の比抵抗は，Ｐ型に比べ数１０分の１以下と

著しく小さいため，電流の流路が狭いクラッド層１４をｎ型とすることによりここ

での電気抵抗を著しく小さくすることができる （３頁左上欄８行～１５行）との。」

記載において，比較対象とされているのが，基板側のクラッド層１２をｎ型とし，

他方のクラッド層１４をｐ型とする発光素子であるから，引用例２には，基板側の

クラッド層１２をｐ型とし，他方のクラッド層１４をｎ型とする発光素子（引用例

２記載の発明）のほか，基板側のクラッド層１２をｎ型とし，他方のクラッド層１

４をｐ型とする発光素子が記載され，又は実質上開示されているとして，審決の相

違点２の認定が誤りであると主張する。

しかしながら，引用例２に記載された素子構成は，基板側のクラッド層１２をｐ
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型としクラッド層１４をｎ型とした素子構成のみであり，このような構成の素子が

記載されているからといって，これとは逆の素子構成が記載されていると解すべき

理由はない。

のみならず，引用例２記載の発明は，直径約３０μｍ以下に限定された活性層１

３の直上部に配設されるため，電流の流路及び電極面積を小さくせざるを得ないク

ラッド層１４をｎ型にし，半導体基板１１側に配設されるため，電流の流路及び電

極面積を大きくとることができるクラッド層１２をｐ型にして，発光素子全体での

素子抵抗を低減するという，技術思想に基づくものであるから，これとは逆の素子

構成は，引用例２記載の発明から積極的に排除されたものであり，当業者にとって

周知慣用の技術であるということもできない。

したがって，審決の相違点２の認定に誤りはない。

( ) 「相違点２及び３についての判断の誤り」に対し3

原告は 「舌状」との用語につき，第１の電極８を発光素子本体に横並びに配置，

するという接続関係を「舌状に接続」と表現したものであって，そのような横方向

の接続状態が存在すれば足り，第１導電型の導電層の「形状」がどのようなもので

あるかは問題ではないと主張する。

しかしながら，審決認定のとおり 「舌状」との用語は「或る部材を基部と見立，

てて，それから薄く突き出た層の形状 （１９頁１３～１４行 ，すなわち，導電層」 ）

が断面非対称形にはみ出している形状を示すものである。このことは，被告が審判

において提出した平成１６年１月１６日付け上申書（３ （乙第１号証）に 「 発） ，『

光素子本体から舌状に接続した・・・導電層上の露出部分に設けられた第１の電

極 ・・・との記載は・・・●第１の電極が設けられる側の導電層上の露出部分が』

他の導電層部分よりも断面非対称形にはみ出している・・・●上記第１の電極と発

光素子本体との電気的な接続構造が断面非対称形である （６頁８～１８行）と記」

載されていることからも明らかである。原告の主張する「第１の電極と発光素子本

体との横並びの関係」は，本件特許明細書においては 「プレーナ型」と表現され，
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ており（段落【 「舌状」は，そのような接続関係を指すものではない。0082】），

また，原告は，仮に，引用例２のＰ型クラッド層１２が「舌状に接続」するもの

に当たらないとしても 「舌状」の形状は，当業者が任意に選択し得る設計的事項，

であるというべきであると主張するが，引用例２記載の発明のクラッド層を引用例

１０，１４に示された舌状形状に形成することが容易とはいえないことは，審決が

「電気抵抗を小さくするような大きさ（少なくとも両側に延びた形状）に形成され

たクラッド層及び電極を，引用例２の目的に反して，一方向にそれも舌状に狭める

ように形成することが容易ともいえない （２０頁１４行～１６行）と判断したと。」

おりである。

２ 取消事由２（無効理由１－２についての認定判断の誤り）に対し

( ) 「相違点２の認定の誤り」に対し1

原告は，引用例３記載の発明において，本件特許発明の「ｎ型の第１導電型の導

電層」に相当するものは，層５６ではなく，層５６と層５４とを合わせたものであ

ると主張する。

しかしながら，層５４，層５６は，ともにｎ型の導電性を有するとはいえ，層５

４（ ＧａＡｓ）はバッファ層，層５６（ｎＡｌ Ｇａ Ａｓ）はクラッド層ｎ
＋

０．３ ０．７

であり，両者は組成が異なるとともに，役割も相違する。したがって，層５４と層

５６とを二層とした審決の認定は正当である。

また，審決は 「これを同一の層と見做したとしても・・・カソード接点７０は，

・・・測定用のものであるから・・・発光のためにｎ型層に接続された電極と同一

視することはできない （２２頁５～１１行）として，層５４及び層５６を合わせ」

た層を本件特許発明の「第１導電型の導電層」と認定した場合についても，相違点

を認めており，この点においても，審決の認定は相当である。

さらに，原告は，本件特許発明において「舌状」とは，第１の電極８を発光素子

本体に横並びに配置するという接続関係を表現するとの主張を前提として，引用例
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３の第５図には，電極７０が発光素子本体と横並びになる関係にあることが示され

ているから，本件特許発明と同様の「舌状に接続」という構成を備えるものである

と主張するが，その前提自体が誤っていることは，上記１の( )のとおりである。3

( ) 「相違点２についての判断の誤り」に対し2

原告は，審決の「仮に，これを同一の層と見做したとしても，カソード接点７０

は ・・・測定用のものであるから，寄せ集めるべき引用例１０，１４，１５に記，

載されるような発光のためにｎ型層に接続された電極と同一視することはできな

い 」との判断につき，審決は 「第１の電極」を備えている点を本件特許発明と引。 ，

用例３記載の発明の一致点として認定しているから，上記判断は，一致点，相違点

の認定と整合しないと主張する。

しかしながら，審決は，本件特許発明の第１の電極と，引用例３記載の発明のカ

ソード接点７０とが「電極」という点では一致しているが，引用例３記載の発明の

電極（カソード接点７０）は「測定用」であるのに対し，本件特許発明の第１の電

極は「発光用」である点で，相違していると判断しているのであって，原告主張の

不整合はない。引用例３には 「ＭＯＳＦＥＴドレーン３２’に対する接点２８’，

およびＬＥＤカソード５４に対する接点７０は２つの素子の同時使用においては使

， 。」用されないが 各素子の特性を個別に測定することを可能にするために行われる

（６頁右下欄１５～１９行）との記載があり，この記載によれば，カソード接点７

０が測定用のものであることは明らかである。

また，原告は，引用例３記載の発明の電極が，引用例１０，１４，１５記載の発

明のｎ型層に接続された電極と同一視し得るかどうかを問題とすることに必然性が

ないと主張するが，本件特許発明の進歩性を判断するに当たって，主引用例である

引用例３と副引用例である引用例１０等との間に，適用の阻害要因，動機付けの欠

如などがあるか否かを検討するのは当然であって，この観点から，審決が，引用例

３記載の発明の電極と引用例１０等の電極とを同一視することができるか否かを認

定することは正当である。
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さらに，原告は，審決の「引用例３のような発光素子本体をゲート電極及びソー

ス電極等が取り囲む構造のものに引用例１０等のような舌状の構造を適用する動機

付けないし必然性はない 」との判断につき，引用例３記載のＬＥＤ２１０は，そ。

れ自体で発光素子なのであるから，本件特許発明と対比する場合には，ＬＥＤ２１

０を本件特許発明と対比すれば足りるとした上 これが 本件特許発明と同様 舌， ， ，「

状に接続」という構成を備えるとし，仮に，そうでないとしても，引用例１０，１

４，１５のものを適用することは，極めて容易であると主張する。

しかしながら，引用例３記載の発明は，ＬＥＤ２１０とこれを取り囲むリング形

ＭＯＳＦＥＴ２００とからなる複合素子であって，リング型ＭＯＳＦＥＴを介して

電気的接続が行われるのであり，リング型ＭＯＳＦＥＴのドレーン３２’が電極に

。 ，相当するものである このように明らかに形状の違う電極をもつ複合素子に対して

引用例１０等に記載された舌状の構造を適用しても，本件特許発明とは全く異なる

構成が導かれるにすぎない。したがって，審決が，引用例３記載の発明のＬＥＤ２

１０がゲート電極及びソース電極等に取り囲まれていることを考慮したことに誤り

はない。

３ 取消事由３（無効理由２についての認定判断の誤り）に対し

原告は，審決が，無効理由２に対し実質的な判断をしていないと主張するが，原

告が引用するとおり，審決は，引用例８，９記載の発明と本件特許発明とを対比し

て相違点を認定し，引用例８，９記載の発明に引用例１０を適用することが，阻害

， 。要因によって困難であると判断したものであるから 原告の上記主張は失当である

そして，引用例８，９に記載された非舌状のｐ型導電層に，引用例１０に記載さ

れた舌状かつｎ型の導電層を適用することは，審決が無効理由１－１で示している

とおり，明白な阻害要因が存在するため，極めて困難であり，審決の判断に誤りは

ない。



- 39 -

４ 取消事由４（無効理由４についての認定判断の誤り）に対し

原告は，本件特許発明に係る，発光素子本体の側面を絶縁部で覆うことにより，

リーク電流の発生を抑えて電流を狭窄し，発光層に高密度の電流を注入するという

構成及びそのような構成による作用効果は，本件原出願の当初明細書及び図面に記

載されていないとし，また，本件特許発明においては，導電層はⅡ－Ⅵ族化合物半

導体に限られず，絶縁層もⅡ－Ⅵ族化合物半導体に限られないとされているのに対

し，本件原出願の当初明細書には，Ⅱ－Ⅵ族化合物半導体以外の導電層及び絶縁層

の開示はないとして，本件特許発明は，本件原出願の当初明細書及び図面（甲第１

号証の１９）に記載された発明ではなく，本件特許出願は，分割出願の要件を満た

さないと主張する。

しかしながら，審決の摘示するとおり，本件原出願の当初明細書（甲第１号証の

１９）には 「作用」の項に 「また，本願の請求項２に係る発明では，発光層を含， ，

む主要部を柱状構造とし，その周囲を絶縁層で囲むことにより電流はこの柱状構造

内に狭窄され，発光層に高密度の電流を注入することが可能となり，高密度の発光

を得ることができる （１５頁１０～１４行）との記載 「実施例」の項に 「さ。」 ， ，

， 。らに 本発明の請求項３による発光素子の第１の実施例の概略図を第１３図に示す

・・・この際 ・・・基板上のマスクの円形孔に対応した位置に直径３０～１００，

μｍの円柱状の発光素子主要部を制御性よく部分成長させることができた。次に，

マスクを除去し，絶縁性のＺｎＳｅからなる絶縁層１１５をエピタキシャル成長さ

せる ・・・本実施例においては，素子内の電流は円柱状の主要部に狭窄され発光。

層に高密度の電流を注入することが可能となり，高輝度のＺｎＳｅＭＩＳ型発光素

子を実現することができた。次に本発明の請求項３による第４実施例の概略図を第

１６図に示す （３６頁１１行～４２頁１５行）との記載があり，発光素子本体の。」

側面を絶縁部で覆うことにより，リーク電流の発生を抑えて電流を狭窄し，発光層

に高密度の電流を注入するという構成及びそのような構成による作用効果が記載さ

れていることは明らかである。
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また，同様に審決の摘示するとおり，本件原出願の当初明細書には 「産業上の，

利用分野」の項に 「本発明は化合物半導体発光素子に関し，特に硫化亜鉛（Ｚｎ，

Ｓ ，セレン化亜鉛（ＺｎＳｅ ，等のⅡ－Ⅵ族化合物半導体からなるⅡ－Ⅵ族化合） ）

物半導体発光素子の改良に関するものである （２頁１７～末行）と記載され，Ⅱ。」

－Ⅵ族化合物半導体は本発明の一態様であることが明示され，また 「課題」の項，

にも 「しかしながら，上述の従来の発光素子の構造では，電極より注入された電，

流は，発光素子内部の広い範囲を流れるために発光層７４における電流密度は小さ

く，高輝度の発光を得ることは極めて困難である。さらに，発光層７４で生じた光

は，素子全体にあらゆる方向に放射されるため，発光を効率良く素子外部へ取り出

すことができない。 本発明は係る点に鑑みてなされたもので，高輝度で発光でき

る化合物半導体発光素子を提供することを目的の一つとするものである （４頁２。」

～１１行）というように，特定の材料に限定されないものとして記載されているか

ら，Ⅱ－Ⅵ族化合物半導体に限られない絶縁層に係る発明が記載されているという

ことができる。

したがって，原告の上記主張も失当である。

（ ， ）５ 取消事由５ 引用例１５ １０に基づく無効主張について判断しなかった誤り

に対し

原告は，引用例１５，１０に基づく無効理由は，引用例１５，１０を主引用例と

し，引用例２等をこれに適用するというもので，従前と，引用例の組合せを変更す

るものではないと主張する。

しかしながら，原告が，平成１７年９月７日付けの上申書によって追加した無効

理由は，引用例１５を主引用例とし，引用例２，３を副引用例とするもの，あるい

， ， ， ，は 引用例１０を主引用例とし 引用例２ ３を副引用例とするものであるところ

本件無効審判請求に係る審判請求書（甲第４号証）には，引用例２と引用例３とを

。 ， ，組み合わせた無効理由の記載はない したがって 原告が追加した上記無効理由は



- 41 -

無効審判請求書の要旨を変更するものに当たり，認められるものではない。

第５ 当裁判所の判断

１ 取消事由１（無効理由１－１についての認定判断の誤り）について

( ) 「相違点１の認定の誤り」について1

原告は，無効理由１－１に関し，審決が「本件特許発明は 『絶縁』基板である，

のに対し，引用例２のものは 『半絶縁性』基板である点 」を，相違点１として認， 。

定したことは誤りであると主張する。

しかしながら，審決は，上記相違点１につき「基板として周知技術の絶縁性基板

を用いることにより，上記相違点１の技術的事項とすることは，当業者が容易にな

し得る程度の事項である （１９頁９～１１行）として，容易想到であると判断し。」

ているから，仮に，原告主張のとおり，審決の相違点１の認定が誤りであるとして

も，その誤りが審決の結論に影響を及ぼすものではない。

したがって，原告の上記主張は失当である。

( ) 「相違点２の認定の誤り」について2

引用例２には，以下の記載がある。

ア「半絶縁性又はｎ型の電気導電型の半導体基板上に，活性層を有するダブルヘテロ積層構

造を備えた半導体発光ダイオードにおいて，直径約３０μｍ以下の円板状に限定された活性層

を有し，この円板状の活性層全体を発光領域とし，この活性層に接し活性層とダブルヘテロ積

層構造を形成する２つの半導体層のうち，前記半導体基板に近接する側の半導体層の電気導電

型をＰ型とし，他方の半導体層をｎ型としたことを特徴とする半導体発光ダイオード （特許。」

請求の範囲）

イ「 産業状の利用分野） 本発明は，光通信システムの光源として有効な半導体発光ダイ（

オード（以下ＬＥＤと呼ぶ ，特に半導体基板面に垂直な方向に光を取出す面発光型ＬＥＤに）

関する （１頁左欄１６行～右欄３行）。」

ウ「このようなＬＥＤでは，発光輝度が高く光ファイバーへの光入力が大きいことが重要で
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ある。それには，発光領域の発光効率とともに，光ファイバーへの結合効率が問題となる ・。

・・ＬＥＤの発光径Ｄａが小さいほど結合効率が大きいので発光径をできるだけ小さくするこ

とが望ましい （１頁右欄６～１８行）。」

イ 「 発明の目的） 本発明の目的はこのような従来の欠点を除去し，発光効率を損なう（

ことなく結合効率を高め光ファイバーへの光入力の高いＬＥＤを提供することである （２頁。」

右上欄３～７行）

エ「 発明の作用・原理） 第１図は本発明の素子断面構造の一例を示す図である。ｎ型半（

導体基板１１上にｐ型半導体クラッド層１２，ｎ型半導体活性層１３，ｎ型半導体クラッド層

１４が順に形成されておりダブルヘテロ積層構造を呈している。又，活性層は，直径約３０μ

ｍ以下の円板状活性層領域１３に限定されている。円板状活性層領域１３の直上部のｎ型クラ

ッド層１４の表面の大部分にｎ型電極１７が形成されており，円板状活性層領域１３全体が発

光領域となるようにしている。又，Ｐ型半導体クラッド層１２の表面の一部にＰ型電極が形成

されている。そしてｎ型半導体基板１１の表面から出力光を取出す （２頁右上欄１９行～左。」

下欄１２行）

オ「本発明では円板状の活性層が形成され，この円板状の活性層全体に電流が注入されるた

め，均一に発光を生じる。その結果，半径方向の発光強度分布は非常に鋭い矩形状となり，従

来みられていた分布のだれがなくなる。このため光ファイバーとの結合効率は著しく改善され

る。 第２図は，発光径Ｄａと結合効率ηｃとの関係を示した図であるが，従来第２図に波線

で示した様に，発光径Ｄａが，約３０μｍ以下では結合効率の増加は大きくなく飽和した。こ

れは発光径が小さくなるにつれて電流拡がりによる発光分布のだれの影響が大きくなり，有効

に結合されなくなるためである。本発明により第２図に実線で示した様に結合効率は著しく改

善された。特に発光径が約３０μｍ以下でその改善は顕著で，径が小さくなる程改善量が大き

い。 さらに従来の例えばプロトン照射型ＬＥＤとは異なり活性層発光領域の周囲は，欠陥領

。 ， ，域で囲まれていないため発光効率の低下を伴なわない その結果 結合効率の改善はそのまま

結合パワーの改善に結びつき，高いファイバー入力が得られる。 ところで，従来報告されて

いるメサ形状を呈したＬＥＤでは，メサの表面に電流狭窄手段を設け，メサの中央部付近のみ
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電流を注入させる構造となっている・・・しかし，この構造では基本的に，先に述べた絶縁膜

や拡散層による電流狭窄と同じで，発光径を小さくした場合に生じる発光強度分布のだれにと

もなう結合効率の劣化は解決されない。しかるに本発明では，円板状の活性層全体に電流が注

入されるため，活性層全体が均一に発光し結合効率が著しく改善され，しかも円板の直径が約

３０μｍ以下でその効果が顕著であることが実験により明らかとなったものである （２頁左。」

下欄１３行～３頁左上欄７行）

カ「さらに，活性層１３に接する２つの半導体クラッド層のうち，半導体基板１１に近接す

る側の半導体クラッド層１２をＰ型に，他方の半導体クラッド層１４をｎ型にしている。ｎ型

半導体の比抵抗は，Ｐ型に比べ数１０分の１以下と著しく小さいため，電流の流路が狭いクラ

ッド層１４をｎ型とすることによりここでの電気抵抗を著しく小さくすることができる。さら

に，ｎ型半導体へのオーミック電極抵抗はＰ型に比べ小さいため，クラッド層１４をｎ型とす

ることにより電極面積の小さいクラッド層１４へのオーミック電極の抵抗を小さくすることが

できる。この様に活性層に対し，半導体基板と反対側のクラッド層１４をｎ型とすることによ

り，素子抵抗を著しく低減することができ，直流動作時での発熱を低減し，出力光，信頼性を

向上することができる （３頁左上欄８行～右上欄３行）。」

キ「 実施例） 第３図は，本発明の第１の実施例を示す素子断面構造図である。ｎ型Ｉｎ（

Ｐ基板１１上にＰ型ＩｎＰクラッド層１２，ｎ型ＩｎＧａＡｓＰ活性層１３，ｎ型ＩｎＰクラ

ッド層１４，ｎ型ＩｎＧａＡｓＰコンタクト層１５を順に例えば液相エピタキシャル法により

形成する。続いて，例えばＢｒメタノールによる化学エッチングにより，円形メサを形成し，

活性層１３が直径約２５μｍの円板状となるようにする。メサ側面にＳｉＯ 膜１６を形成す２

る。ｎ型ＩｎＧａＡｓＰコンタクト層１５の表面に，ＡｕＧｅＮｉ膜を形成しｎ型電極１７と

し，Ｐ型電極１８とする。最後に基板１１を厚さ約１００μｍに研磨する。本実施例によりＬ

ＥＤの出力光のファイバーへの結合効率が著しく向上し，ファイバー入力パワーが従来の約２

倍以上向上した。さらに，クラッド層１４をｎ型としたため，Ｐ型に比べ素子抵抗が１／５以

下に低減され直流動作時の発熱が著しく低減したことも，光出力の向上に大きく寄与した。さ

らにこの発熱の低減により，素子の信頼性も大巾に向上した （３頁右上欄９行～左下欄１０。」



- 44 -

行）

ク「第４図は，本発明の第２の実施例を示す。第１の実施例とは異なり，活性層発光領域１

３は，活性層を貫通する溝１９により直径約２５μｍの円板状に限定されている。又，半導体

基１１の導電型は，半絶縁性としている。半絶縁性基板１１上にＰ型ＩｎＰクラッド層１２，

ｎ型ＩｎＧａＡｓＰ活性層１３，ｎ型ＩｎＰクラッド層１４，ｎ型ＩｎＧａＡｓコンタクト層

１５を順に例えば，液相エピタキシャル法により形成する。続いて，Ｂｒメタノールによる化

学エッチングにより内径約２５μｍの輪状で活性層を貫通する溝１９を形成する。溝１９の外

側のｎ型ＩｎＧａＡｓＰコンタクト層１５の表面から，Ｐ型ＩｎＰクラッド層１２に達するＺ

ｎ拡散を行ない選択的にＰ型拡散領域２０を形成する。溝１９の内側のｎ型ＩｎＧａＡｓＰコ

ンタクト層１５の表面にＡｕＧｅＮｉ膜を形成し，ｎ型電極１７とし，溝１９の外側のＰ型拡

散領域２０表面にＡｕＺｎ膜を形成し，Ｐ型電極１８とする溝１９の側面にＳｉＯ 膜２１を２

。 ， 。形成する Ｐ型電極１８及びｎ型電極１７の表面にそれぞれ金メッキ層２２ ２３を形成する

最後にＩｎＰ基板１１を厚さ約１００μｍに研磨し光取出し口とする （３頁左下欄１１行～。」

右下欄１３行）

ケ「 発明の効果） 本発明にたり（判決注： 本発明により」の誤記と認める ）発光効率（ 「 。

を損なうことなく，ファイバーとの結合効率を高め光ファイバーへの光入力の著しく向上した

高性能なＬＥＤを高い製造歩留まりで得ることができた （４頁左上欄５～９行）。」

上記各記載によれば，引用例２の特許請求の範囲及び実施例に記載された発明で

ある半導体発光ダイオードは，活性層に接し，活性層とダブルヘテロ積層構造を形

成する２つの半導体層のうち，半導体基板に近接する側の半導体層の電気導電型を

ｐ型とし，他方の側の半導体層の電気導電側をｎ型とする構成であることが認めら

れる。すなわち，上記各記載によれば，光通信システムの光源としての半導体発光

ダイオード（ＬＥＤ）は，光ファイバーへの結合効率を高め，光入力を大きくする

ために，発光径をできるだけ小さくする必要があるところ，引用例２の特許請求の

範囲記載の発明は，直径約３０μｍ以下の円板状に限定された活性層を有し，この

円板状の活性層全体を発光領域とする構成を採用することにより，光ファイバーと
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の結合効率を高めるものであり，特許請求の範囲記載の発明の素子断面構造の一例

である第１図のものは，直径約３０μｍ以下の円板状活性層領域１３の直上部のク

ラッド層１４の表面の大部分に電極１７を形成し，円板状活性層領域１３全体が発

光領域となるようにしたものであること，そして，特許請求の範囲記載の発明が，

活性層に接し活性層とダブルヘテロ積層構造を形成する２つの半導体層のうち，半

導体基板に近接する側の半導体層（クラッド層１２）の電気導電型をｐ型と，他方

の半導体層（クラッド層１４）をｎ型と特定したのは，ｎ型半導体の比抵抗がｐ型

に比べ著しく小さく，また，ｎ型半導体へのオーミック電極抵抗がｐ型に比べ小さ

， （ ）いため 電流の流路が狭いクラッド層１４ 基板に近接する側と反対側の半導体層

をｎ型とすることにより，クラッド層１４における電気抵抗を著しく小さくし，電

極面積の小さいクラッド層１４へのオーミック電極の抵抗を小さくして，素子抵抗

を著しく低減することができ，直流動作時での発熱を低減し，光出力，信頼性を向

上させ得るとの理由によるものであることが認められる。

そうすると，半導体基板に近接する側の半導体層の電気導電型をｐ型とし，他方

， ，の半導体層をｎ型とすることが 引用例２の特許請求の範囲記載の発明においては

必須の構成として採用された理由は，特許請求の範囲記載の発明において，素子抵

抗を著しく低減するという追加的な目的を達成するという点にあるのであって，基

板に近接する側の半導体層の電気導電型をｐ型とし，他方の半導体層をｎ型とする

こと自体が，半導体基板上に，活性層を有するダブルヘテロ積層構造を備えた半導

体発光ダイオード一般において必須でないことはもとより，そのような半導体発光

ダイオードにおいて，表面の面積が限定された活性層を有し，当該活性層全体又は

その大部分を発光領域とするものにおいても，必ずしも必須であるとはいえず，取

捨選択することが可能なものというべきである。

しかるところ，引用例２には，上記のとおり，第１図のものにおいて，クラッド

層１２（半導体基板に近接する側の半導体層）の電気導電型をｐ型とし，クラッド

層１４（他方の半導体層）をｎ型とすることの理由が記載されている（上記摘記事
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項カ）が，当該記載は 「ｎ型半導体の比抵抗は，Ｐ型に比べ数１０分の１以下と，

著しく小さいため，電流の流路が狭いクラッド層１４をｎ型とすることによりここ

での電気抵抗を著しく小さくすることができる 「さらに，ｎ型半導体へのオー。」，

ミック電極抵抗はＰ型に比べ小さいため，クラッド層１４をｎ型とすることにより

電極面積の小さいクラッド層１４へのオーミック電極の抵抗を小さくすることがで

きる 「活性層に対し，半導体基板と反対側のクラッド層１４をｎ型とすること。」，

により，素子抵抗を著しく低減することができ・・・る 」というように，クラッ。

ド層１４をｐ型とした場合と対比して，これをｎ型とする効果を記載しているので

あるから，そこには，第１図のように，直径約３０μｍ以下の円板状活性層領域１

３の直上部のクラッド層１４の表面の大部分に電極１７を形成し，円板状活性層領

域１３全体が発光領域となるようにした，ダブルヘテロ積層構造を備える半導体発

光ダイオードにおいて，半導体基板に近接する側と反対側のクラッド層１４をｐ型

とする（したがって，半導体基板に近接する側のクラッド層１２をｎ型とする）構

成のものが想定されていることは明らかである。

したがって，引用例２には，特許請求の範囲記載の発明とは別に，上記のクラッ

ド層１４をｐ型とし，クラッド層１２をｎ型とする半導体発光ダイオードが開示さ

れているというべきであり，本件特許発明と対比すべきもの（特許法２９条２項が

引用する同条１項３号所定の発明）は，この発明であるから，審決が 「本件特許，

発明は，基板上に 『ｎ型の』第１導電型の導電層を有し，該『ｎ型の』第１導電，

型の導電層上に発光層を配設して形成された化合物半導体発光素子であるのに対

し，引用例２のものは，基板上にｐ型の導電層を有し，該ｐ型の導電層上に発光層

が配設されているものであって，基板上の層がｎ型ではない点 」を，本件特許発。

明と引用例２記載の発明の相違点２とした認定は誤りであるといわざるを得ない。

( ) 「相違点２及び３についての判断の誤り」について3

ア 審決は，相違点２及び３につき一括して判断を行い 「本件特許発明は，引，

用例２に引用例１０，１４，１５を寄せ集めることにより容易になし得るものでは
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ない 」とするものであるが，相違点２については，上記のとおり，これを相違点。

とした認定自体が誤りであるから，相違点３，すなわち 「本件特許発明は，前記，

発光素子本体から『舌状』に接続した前記第１導電型の導電層と規定されているの

に対し，引用例２には，第１導電型の導電層が発光素子本体から舌状に接続された

ものとは記載されていない点 」に関する部分について，審決の判断の当否を検討。

する。

イ 審決は 「技術水準を参酌すれば，本件特許発明の『舌状』との用語は 『或， ，

る部材を基部と見立てて，それから薄く突き出た層の形状』を示すものであること

が理解でき，本件特許発明の場合には 『基部に相当するのは『柱状の主要部』で，

あって，それを基部に見立てて，該柱状の主要部に接続され薄く突き出たｎ型Ｚｎ

Ｓｅ導電層５を舌状と表現したもの』であることが理解できる 」と判断した。そ。

して，被告は，この審決の判断につき，導電層が断面非対称形にはみ出している形

状であることを示しているものと主張する。

しかるところ，本件特許発明の要旨は 「絶縁基板上に，少なくとも，発光層と，

前記発光層の下端面に接合して配設されたｎ型の第１導電型の導電層とを有する化

合物半導体発光素子であって，前記ｎ型の第１導電型の導電層の一部領域に立設さ

れ，少なくとも前記発光層を含む発光素子本体と，前記発光素子本体の側面を直接

包囲する絶縁層と，該絶縁層を配設しうる基板上の領域と，前記発光素子本体から

舌状に接続した前記ｎ型の第１導電型の導電層上の露出部分に設けられた第１の電

極と，前記発光素子本体の上方に，第２の電極を備えていることを特徴とする化合

物半導体発光素子 」と規定し，また，本件特許明細書には 「舌状」につき 「第。 ， ，

１５の実施例の概略図を図１６に示す。図中，２１はハロゲン化学輸送法により成

長させたＺｎＳｅバルク単結晶を低抵抗化せずに用いた絶縁性のＺｎＳｅ基板であ

る。この絶縁性ＺｎＳｅ基板２１上に上記第２の実施例と同様の方法でｎ型ＺｎＳ

ｅ導電層５３，ｎ型ＺｎＳｅ発光層２４ならびにｐ型ＺｎＳｅ発光層２５を順次エ

ピタキシャル成長した後，成長層をｎ型ＺｎＳｅ導電層が露出するまで柱状にエッ



- 48 -

チングする。 次にｎ型ＺｎＳｅ導電層の一部を残してさらに成長層を基板の一部

とともに柱状にエッチングし，柱状の主要部と，主要部から舌状に接続したｎ型Ｚ

ｎＳｅ導電層５３の負電極形成部５３ａを作成する。 さらに，この上にＳ組成

（ｘ）が０．３～０．７程度の値をもつ，絶縁性のＺｎＳ Ｓｅ を成長させてこｘ １－ｘ

れを絶縁層１２５とし，ｐ型ＺｎＳｅ発光層２５ならびにｎ型ＺｎＳｅ導電層５３

の舌状部に堆積した絶縁性ＺｎＳ Ｓｅ をエッチングにより除去し，露出したｐｘ １－ｘ

型ＺｎＳｅ発光層２５上ならびにｎ型ＺｎＳｅ導電層５３上に，それぞれ，Ａｕを

用いた正電極７，Ｉｎを用いた負電極８を形成し，プレーナ型のｐｎ接合型発光素

子とする （段落【 】～段落【 ）との記載がある。そして，上記のとお。」 】0080 0082

り，第１５の実施例に係るものとされている図１６には，ｎ形ＺｎＳｅ導電層５３

が，断面非対称形に左側にはみ出している形状により，図示されているが，本件特

許発明の要旨は 「舌状」が，断面非対称形にはみ出している形状であることまで，

特定しているものではなく，また 「舌状」が，断面非対称形にはみ出している形，

状であると当然に認識されるものでもない。

そうすると，本件特許発明の要旨の規定及び上記本件特許明細書の記載により，

審決が 「技術水準を参酌すれば，本件特許発明の『舌状』との用語は 『或る部材， ，

を基部と見立てて，それから薄く突き出た層の形状』を示すものであることが理解

， ，『 『 』 ，でき 本件特許発明の場合には 基部に相当するのは 柱状の主要部 であって

それを基部に見立てて，該柱状の主要部に接続され薄く突き出たｎ型ＺｎＳｅ導電

層５を舌状と表現したもの』であることが理解できる 」としたことに誤りはない。

ものと認められるが 「舌状」とは，断面非対称形にはみ出している形状を示すも，

のであるとする被告の主張は，本件特許発明の要旨に基づかないものであって，採

用することができない。

， ， ，なお 本件無効審判の請求後 第１次審決前である平成１６年１月１６日付けで

被告が提出した「上申書（３ （乙第１号証）に 「 発光素子本体から舌状に接）」 ，『

続した・・・導電層上の露出部分に設けられた第１の電極 ・・・との記載は・・』



- 49 -

・●第１の電極が設けられる側の導電層上の露出部分が他の導電層部分よりも断面

非対称形にはみ出している・・・●上記第１の電極と発光素子本体との電気的な接

続構造が断面非対称形である （６頁８～１８行）との記載があることは，被告主」

張のとおりであるが，本件特許発明の要旨に基づかないものであることは，本訴に

おける被告の主張と変わるところはない。

ウ 他方，引用例２に，その第１図のように，直径約３０μｍ以下の円板状活性

層領域１３の直上部のクラッド層１４の表面の大部分に電極１７を形成し，円板状

活性層領域１３全体が発光領域となるようにした，ダブルヘテロ積層構造を備える

半導体発光ダイオードにおいて，半導体基板に近接する側のクラッド層１２をｎ型

とし，その反対側のクラッド層１４をｐ型とする発明が，本件特許発明と対比すべ

きものとして開示されていることは，上記( )のとおりであるところ，この発明に2

係るｎ型クラッド層１２は，基部に見立てた「柱状の主要部」から，当該主要部に

接続され，薄く突き出たｎ型導電層ということができるから 「発光素子本体から，

舌状に接続した前記ｎ型の第１導電型の導電層」の構成を備えるものということが

できる（このｎ型導電層は，断面対称形に左右に薄く突き出ているが，上記のとお

り 「舌状」とは，断面非対称形にはみ出している形状を示すものであるとする被，

告の主張は，採用できない 。。）

， ， ， ，そうすると 相違点３は 実質的に相違点ということさえできないから 審決が

， 。相違点３に係る容易想到性を認めなかったことは 誤りであるといわざるを得ない

エ 仮に，被告主張のように 「舌状」とは，断面非対称形にはみ出している形，

状を示すものであると解したとしても，引用例１０，１４に「 発光素子本体から『

舌状に接続した前記第１導電型の導電層』といえるものが記載されており，また基

板上にｎ型層が形成されている点では本件特許発明と共通はする」ことは，審決の

認定するところである（２０頁３～５行 。そうすると，上記のとおり，引用例２）

に開示されている，第１図のように，直径約３０μｍ以下の円板状活性層領域１３

の直上部のクラッド層１４の表面の大部分に電極１７を形成し，円板状活性層領域
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１３全体が発光領域となるようにした，ダブルヘテロ積層構造を備える半導体発光

ダイオードにおいて，半導体基板に近接する側のクラッド層１２をｎ型とし，その

反対側のクラッド層１４をｐ型とする発明に，上記引用例１０，１４に記載された

「発光素子本体から舌状に接続した前記第１導電型の導電層」を適用し，相違点３

に係る本件特許発明の構成とすることは，当業者が容易になし得るものというべき

である。この点につき，審決は，引用例２記載の発明が，半導体基板に近接する側

のクラッド層をｐ型とし，その反対側のクラッド層をｎ型とするものであることを

前提として 「引用例２においてｎ，ｐ層の関係を引用例１０，１４に倣って反転，

させる必然性がないばかりでなく，上述した引用例２の記載・・・を勘案すると，

電気抵抗が高いｐ層を電流の流路が狭いクラッド層として用いることが容易とはい

えず，また電気抵抗を小さくするような大きさ（少なくとも両側に延びた形状）に

形成されたクラッド層及び電極を，引用例２の目的に反して，一方向にそれも舌状

に狭めるように形成することが容易ともいえない 」と判断するが，その前提自体。

が誤りであることは上記のとおりである。

オ したがって，審決の相違点２，３についての判断（相違点３に係る部分）は

誤りである。

２ 結論

以上によれば，取消事由２～５について判断するまでもなく，審決には結論に影

響を及ぼすべき誤りがあるから，取り消されるべきである。

知的財産高等裁判所第４部

裁判長裁判官

塚 原 朋 一
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